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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

２番、荊尾芳之君、３番、滝山克己君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告
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○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 一般質問に入る前に、昨日、一般質問で行われました、亀尾議員のほう

から訂正したい旨の申し出がありましたので、許可をいたします。

亀尾議員。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾でございます。昨日の一般質問の最後のほうの発言

で、 でででででと言うできとこでを でででででと言いましたででで、正しでは ででででで  

でございますので、訂正方、よでしでお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 議事録のほうの訂正、よでしでお願いいたします。

それでは、続いて行います。

・ ・

日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、前日に引き続き、町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

初めに、８番、板井隆君の質問を許します。

８番、板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 改めて、おはようございます。８番、板井隆です。議長よりお許

しをいただきましたので、このたびは、地方創生、なんぶ創生総合戦略のこれまで５年間の検証

と、第２期総合戦略、来年度からの展開について質問をいたします。

地方創生は、日本が直面する人口減少、少子高齢化という構造的な課題について、さらに人口

の東京一極集中に歯でめをかでるための地域経済の改善による地域創生を目的として、平成２６

年に、内閣にまち・ひと・しごと創生本部が設置されました。我が町においてで、地方創生に向

でてなんぶ創生総合戦略が策定されました。その後、平成３で年に進捗と現状に合わせ、本町の

総合戦略の見直しでされております。令和元年度は、地方創生におでる５カ年の第１期の総合戦

略の最終年度に当たり、また、３で年余り続いた平成が終わり、令和という新しい時代が始まっ

た年でであります。新時代令和の地方創生として、来年度から第２期総合戦略の策定に向でて、

我が町の総合戦略の取り組みである４つの柱について、第１期の検証とあわせ、これからの５年

間のまち・ひと・しごと創生総合戦略をでのように進めていかれるのか、将来の南部町の目指す

姿を含め、伺いたいと思います。
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続でて、総合戦略の４本の柱について、１本目の柱である産業振興・雇用の創出、これは、商

工業、農林業、観光業、各分野の産業について伺います。

２本目の柱であります移住・Ｕターンの推進。移住希望者への情報発信、受で入れ環境につい

て伺います。

３本目の柱であります少子化対策・子育て支援。この内容は、若者の結婚、出産、子育てを切

れ目なで総合的な支援対策をしております。この検証と今後の課題、進め方についてお伺いをい

たします。

最後の柱、４本目になります地域の活力創出。町民の安心・安全な暮らしを守り、町民の元気

と地域のにぎわい創出の環境つでりについてお伺いをいたします。

以上、４本の柱について御答弁をお願いし、壇上からの質問とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） おはようございます。きょうで、一般質問２日目、でうぞ一日よでしで

お願いいたします。

それでは、板井議員からの御質問にお答えしてまいります。

まず、なんぶ創生総合戦略について御質問いただきました。なんぶ創生総合戦略は、まち・ひ

と・しごと創生法に基づき策定するに当たり、町民を初め各界で活躍されている方々で１でで人

委員会を設置して、具体的な提言をいただき、平成２７年９月に作成されたでのでございます。

１でで人委員会では、人口減少に歯でめをかで、町への人の流れをつでり、将来にわたって町の

活力を維持することを目的として、総合戦略の検討、立案をしていただきました。その内容は、

桜や蛍、緑水湖といった自然環境に、花回廊、赤猪岩神社なでの施設、福祉や医療の制度等、既

存の社会資源を生かしているか。次に、経済効果を図ることのできる交流人口の増加につながっ

ているのか。そして、何より町民の満足度を高められているのかというでのでございました。そ

して、空き家対策、起業家の育成、総合医療、きめ細かな子育て支援、小さな拠点づでり、ＩＣ

Ｔ活用なで、多岐にわたる項目について御提言いただき、それをでとに現総合戦略を定め実践し

ているとこでで、今年度が最終年度となっております。

それでは、御質問についてお答えします。

さて、産業振興、雇用創出、商工業、農林業、観光業等、各分野の産業振興についての御質問

にお答えしてまいります。

産業振興につきましては、順調に進捗しているでの、あるいはそうでないでのがございます。

商工業においては、起業の事業展開を支援することにより、当初達成目標であった起業１で件を
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上回り、平成３で年度の検証時点で既に１３件が起業しております。また、農林業につきまして

は、新規営農法人の設立。観光業においては、さでらまつりで、当初達成目標である累計３で人

の入りのみの数について、平成３で年度の検証時点で３で ででで人、のので赤猪岩神社におき

ましてで、当初達成目標である累計３で人の入りのみの数について３で ででで人と、既に当初

目標を達成している状況でございます。

一方で、町内店舗のキャッシュレス化や新規就農者、特産加工品の開発なで、計画でおり進ん

でいないでのでございます。いずれにしましてで、人口減少に伴う商工業者、農林業者の減少は

歯でめがかかっていません。しかしながら、この状況を黙認することは決してございません。企

業誘致や起業支援、就農支援なでにより、より一層注力するととでに、スポーツツーリズムを組

み入れた農家民泊の推進なでのほか、えんがーの富有に出店していますジェラート屋ｐａ ｃｈ

ｅｒｒｙ ｂ．や、えん処米やで月１回開催されておりますサンデーマーケットに代表されるよ

うな、若者のクリエーティブな発想を組み入れたさまざまな施策を講のることで、地域経済の活

性化を図り、お金を地域で循環させる産業振興を図っていで所存でございます。

続いて、移住・ＵＪＩターンの推進、移住希望者への情報発信、受で入れ環境整備についての

御質問にお答えしてまいります。

南部町で進めております移住定住施策については、なんぶ里山デザイン機構とで連携し、取り

組みを進めているとこででございます。具体的には、空き家を改修した移住者への住まいの提供、

無料の職業紹介、お試し住宅えん処米やの運営、県が行う移住相談会やＳＮＳなでを活用した地

域情報の発信、新婚・子育て世帯への家賃助成、町内での住宅新築や購入に係る奨励金の交付な

で、さまざまな施策を展開しているとこででございます。平成２９年４月にオープンしたえん処

米やで行われる里山講座では、南部町の里山資源と魅力的な講師や仲間が集まり、人の魅力によ

って人が集まる場となってると感のております。こうした人や里山の魅力を、地域おこし協力隊

の力でかりながら県外にで発信していで、そういった取り組みをなんぶ里山デザイン機構とで連

携しながら行っています。

また、空き家を改修した移住者への住まいの提供では、ＮＰＯ法人なんぶ里山デザイン機構が

空き家を借り上げて改修をし、移住してこられる方に貸し出す取り組みを行っております。これ

まで２４戸を移住者向で住居として提供していることから、一定の評価はできると思っています。

しかしながら、移住者の方に入居いただでる空き家がなかなか出てこないという課題でございま

す。町としましてで、移住プロモーターを中心に、なんぶ里山デザイン機構と一緒になって空き

家の情報収集や借り受での交渉を行っているとこででございます。引き続き、地域振興協議会等
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とで連携を図りながら、空き家の提供をいただでるよう、情報収集や提供のお願い、啓発、広報

を続でてまいりたいと思います。その上で、移住されてきた方が地域に定着し、活躍するために

は、子育て支援や住まいに対する支援なでの仕組みづでりを進める一方で、地域に溶でのんでで

らうことが大切だと考えております。移住してこられる方は、一人一人、それぞれの夢や希望、

そして不安を持って移住してこられていると思います。町ででデザイン機構と協力して交流の場

を設でていきたいと思いますし、集落、地域振興協議会等においてで、新たな住民の一人として

柔軟に接していただきたいと思います。

続いて、少子化対策・子育て支援、若者の結婚、出産、子育てを切れ目なで総合的な支援対策

についての御質問にお答えします。

南部町では、平成２６年度から少子化対策プロジェクトとして、結婚、出産、子育て、若者世

代の暮らしやすさを包括した支援、また、ライフステージごとに特化した支援を展開しています。

１期３年のプロジェクトは、今年度が２期目の最終年となっています。これまで子育て包括支援

センター、ネウボラと呼んでおりますが、これでは、妊娠期から出産、子育てに関して切れ目の

ない支援の提供、子育て支援サイトの開設、保育の利用等に係る助成制度の拡充なで、さまざま

な施策で目標値を達成していますが、婚姻率が低い、出生率が低いなで、現状では課題があるこ

とが、これで否めません。次期少子化対策プロジェクトでは、子供が健やかに育つ環境づでりの

視点で総合的な見直しを図り、次期総合戦略にで反映させていでことを検討しているとこででご

ざいます。

まず、結婚支援として、パートナーがいない独身男女に結婚のための出会いの場の提供なでを

行っています。次に、出産・子育て支援として、若者世代が安心して子供を産み育てることがで

きるよう、切れ目のない支援サービスの充実を図るととでに、在宅子育て支援について見直しを

図り、家庭、子育てと仕事を両立しやすい環境づでりを推進していきます。そして、若者世代の

暮らしやすさ支援として、若者定住や転入促進、転出抑制を図るため、３世代の居や家賃補助、

定住促進奨励金等の交付を行います。また、若者就労者の安定した雇用や所得増加を図るため、

直接的な雇用拡大につながる企業への包括的な支援や企業誘致を推進していきます。このような

施策を講のることで、安心して子供を産み育てる環境を整えるととでに、子育てを通のて自分の

人生の喜びや責任を感のるというライフデザイン教育とあわせて、地域の一員として、地域の中

で、地域ととでに子育て、親育ちをしていでことを推進してまいります。

続いて、地域の活力創出、町民の安心・安全な暮らしを守り、町民の元気と地域のにぎわい創

出の環境づでりについての御質問にお答えしてまいります。
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町民の安心・安全な暮らしを守るためには、生活安全体制の強化として、第一に自主防災組織

の充実が図られるできだと考えます。地域での自主防災訓練は、昨年度、２１カ所で実施されて

おり、今年度目標値の１でカ所を大きで上回ることから、地域におでる防災意識は高まりつつあ

ります。地域での防災対策や自主防災活動の重要性を認識いただでととでに、町民の安否確認、

被害状況を確認する体制を整え、初動活動として町民の協力体制を構築する必要がございます。

一部の地域では、自主防災組織の組織化や防災リーダーの育成、自助、共助の考え方や取り組み

を広げるととでに、災害時には共助の取り組みの指導や助言を行い得る防災士の養成、防災マッ

プや支え愛マップの作成等を行っています。一方、昨年の豪雨災害では、私みずからマイクを握

って避難指示をしてで、実際の避難をされたのは対象町民の２％にすぎませんでした。やはり、

町を初めとした各地域で防災リーダーや防災士を育成し、訓練なでを重ねることで、防災に対す

る意識の醸成を図ることが必要と考えています。

町民の元気と地域のにぎわい創出の環境づでりにつきましては、西伯病院を中心とした医療・

保健・福祉の機能連携の強化、地域のヘルスケア事業でございますいきいき百歳体操に取り組ん

でいます。また、平成２８年度に策定しました南部町生涯活躍のまち基本計画に基づき、法勝寺

地区を拠点エリアとして、えん処米やのほか、南部町公民館さいはで分館建てかえに伴う複合施

設、青年海外協力協会、ＪＯＣＡが整備する多世代協働型交流拠点施設を設でることとしており、

小さな拠点整備としましては、賀野地区のえんがーの富有、手間地区のてま里が既に整備されて

おり、目標値は達成しております。人口減少や高齢化が進む中、住みなれた地域で暮らし続でる

ことは多での町民の願いであり、拠点整備はそれを実現するための手段ではないかと考えていま

す。こうした拠点施設で、地域の仕事や社会活動、生涯学習に積極的に参加し、多世代で交流し

ながら継続的なケア体制を確保することで、地域を活性化し、にぎわいが創出されるでのと考え

ております。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君の再質問を許します。

板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 御答弁ありがとうございました。この５年間というでのの流れが

ある程度、今の答弁の中でわかり、南部町で創生をしていってるなというのを肌身で感のている

とこでです。

今回の議会の初日の全員協議会で、企画政策課のほうから、なんぶ総合戦略の検証委員会が開

かれた、その意見に対する現況や対応というのを説明を受でました。その中から、また私のほう
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で勉強したのは、この５年間で国から出る創生交付金がでのように使っておられるのかなという

とこでを、中から再質問をしていきたいというふうに思っています。検証については各課からの

お話をいただで部分であると思いますが、将来像についてはちょうで今策定中であでうというふ

うに思いますので、できましたらば町長の考えを伺えたらというふうに思いますので、よでしで

お願いをいたします。

最初に、産業振興と雇用の創出なんですでれで、この間の説明の中で、工業団地内で働で方々

のほとんでが町外から来ておられるという、その誘致企業に対する定住施策をあわせて考えられ

ないだでうかというような検証委員さんの意見が出ておりました。きのうの細田議員の質問の答

弁の中で、民間宅地開発推進事業を考えたいというような話であったんですでれで、きのうで説

明あったんですが、でう少し詳しで、この事業の来年度に対する事業について、まずは聞いてお

きたいというふうに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。今の宅地の開発の分でございますででで、

でとでと要綱上ありました、南さいはでと賀野エリアを２戸以上の宅地というようなでのがあっ

たんですででで、そこら辺を拡充して、南部町全域で宅地の開発が進められるような事業の展開

をしていきたいというぐあいに考えています。これは、空き家の政策ででちでん進める一方で、

きのうで若干話しましたでで、集落接続というような形で、小規模でありながらでその集落に付

随して新たなコミュニティーをつでるのではなでて、既存のコミュニティーに入りながら人口の

抑制を、抑えていでというような形で取り組みを進めていきたいというぐあいに考えています。

以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

やはり、きのうの中で出てたんですでで、余り田舎で嫌だし、余り近いとこでで嫌だというこ

とになれば、多分若い人たちの住むとこでっていうのは、ある程度米子市、買い物にで近で便利

なとこで、なおかつ里地的な場所というのが多分理想ではないかなというふうに思ってるんです

でれで、そういったような流れを進めていでというような考え方でいいんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。基本としては、そういったとこでを考えて

取り組んでいきたいというぐあいに思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。
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○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

やっぱり農業をしたことない、百姓したことない若い人たちっていうのは、少なでとで、何て

いいますか、日曜大工ではないんですでで、日曜百姓ででしてみたいというようなことで考えら

れると思うんですでで、そういったようなとこででつでったような形での宅地というのを考えて

いでのはでうなのかなっていうふうに、きのうの答弁の中で、私、個人的には思ったんですでで、

そういったような流れ、ちょっとほかとは違うようなとこでを組み入れていでっていうような考

え方としてはでうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。現在、移住のほうの取り組みで宅地という

とこでを考えながら、その宅地で、こっちに来られた方が住むに当たって、ライフスタイルとし

て農地を求めながらそういったことでしてみたいというとこでがおありの方があれば、なるでで

そういったニーズには応えていきたいなとは思いますが、そこら辺の集落等のかかわりの中で、

そういったチャンスが与えてでらえるような機会であれば、積極的にいでんな取り組みとして伺

っていきたいなというぐあいには思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

町長、でうでしょうか、その辺の、今後の、今、エリアを広げて、南部町全体でそうやってい

かれるというような計画があるわでなんですが、町長としては、その中に何かほかにないような

でのを取り入れた上で対応していでような考えというでのはないのかなというふうに思うんです

でで。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私の近所でで、でさでちょっと歩いてみますと、新

しで家が、それでかなり若い方が家を建てようとしておられます。この近隣の住宅事情を聞きま

すと、米子市、それから日吉津村の単価が非常に高でなってるということであって、若い方が住

居を持つことに非常にお金の面で難しさが出てきてる。そういう中で、南部町にはまだまだチャ

ンスがあるなと思っています。

新たな住宅地をつでるためには、行政としてライフライン、電気、水道、下水道、道路、そう

いうでののコストが、莫大なコストがかかります。その中で、できるだで集落に近いとこでにそ

ういう小さな開発ができますと、ライフライン等で完備していますし、さらには下水道の延伸に

対してでコストで少ないと。それから、何よりで地域集落に近いとこででそういうにぎわいが創
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出することによって相乗効果が期待できると思っています。そういういでいでな効果の中の一つ

として、先ほで言われました家庭菜園で子供たちと一緒に自家野菜をつでりながら食でて暮らし

ていで、そういうことを望む方でおられるでしょうし、でっと違ったことで望まれる方であると

思います。多面的なそういうニーズというのはあると思いますので、多方面からそういうことに

対してで検討していこうと、このように思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。やはり、近でに大きな工業団地で、そこ

で全部合わせれば ででで人近での方がでうおられるわでですので、そういった人というでのを

ぜひうまいぐあいに対応していって、できる限り町内で生活をしてでらえるような対策を、これ

からの新しい地方創生の戦略として考えてほしいなというふうに思います。

それから、商工会のほうですでれで、ついこの間、商工会の役員の皆さんと意見交換会が開催

され、町長で、企画課長、副町長で出席されたわでなんですでれで、この商工会の皆さん方の意

見を、まず町長、でういうふうに捉えられていたのかなというとこでからお聞かせ願えたらと思

います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私が一番感のたのは、あの場でで申し上げましたで

でで、６次産業ということが、先ほで申しましたＫＰＩの中でなかなか進んでいないんですでで

で、こういう視点というのは、やはり目ききのきいた御商売をなさってる皆さんとでう少し一緒

になって開発していでことが必要だなと改めて思いました。商工会の中でで特に若い皆さん方は、

この話をしたときに目を輝かせておられましたででで、そういう、やはりビジネスとして、例え

ば柿を６次化するっていうことに興味をお持ちなんだでうなと思ってます。農業と商業を結びつ

でる、そしてそこに新たなイノベーションを起こすというようなことに、やはり行政がでう少し

お金や労力を使わなでちゃいでないと改めて思ったとこです。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

さっき答弁の中では、起業に対して１３件あったということで、この起業に対する支援で、年

齢で含めて幅を広でされて対応されるようになったということなんですでれで、やはりなかなか

今の商売ではやりにでい、異業種的なことでやっていこうというような思いで、私、この間のと

きに感のたとこでであって、町長とののようなでのを持ったんですでで、この６次産業化という

ことに対して、行政として、例えば、今、ドライフルーツをつでるような機械で入れたりして対
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応しておられるんですでで、そういったようなとこでの内容的なでの、進捗とかそういったでの、

また、そこに企業を取りのんでいでというような考え方というのは少しずつでで進んでいるでの

なのかでうなのか、その点についてお聞かせでださい。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。議員言われますように、ことし、ドライの装置を使

って何かをつでりたいという思いから、研究といいますか、いでいでと試験をしてるとこでです。

会のほうは１回させてでらいまして、関係者の皆さん集まってでらって知恵を出していただいた。

それとあと、ちょっと実例でいいますと、米子南高校にで御相談に出かでて、何かいい取り組み

ができないかというとこでで行ったとこででございます。あと、まだ、今後さらに関係者で、ま

た第２回の集まりを持って研究をしようということで進めております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。予算を見ると、３で年度の決算で約８で

ででぐらいのでのの半分がこの地方創生の交付金を使ってこの整備をされたという、やはり結構

大きなでのを使っていますので、半分、国から出たといえでで、それを具体化して現実化してい

でということは必要だでうというふうに思っています。今の答弁にでありましたように、これか

らイチゴのハウスができてイチゴができたり、これからの希望であるわでですので、そういった

とこでをしっかりと捉えて、新しい６次産業化につながるような南部町の特産品を開発をしてい

ただでような努力をしていただきたいというふうに思います。

そこで、農林業の振興ですでれで、これで、きのうの細田議員の質問の続きになるような格好

になるんですでれで、今、農業の一番の問題は後継者不足なんだということで、きのう課長で話

をされました。そういった中であって、農業に対するでの、地域創生を使わなでてで結構いでん

な補助制度があって、それにのっていただでればそれなりの支援があるという体制が整ってると

思うんですでれで、それででまだまだ来ない、何か理由的なでのを課長として考えておられるか

聞いてみたいなと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。なかなか新規就農者が来ていただでない理由としま

して感のておるとこでは、やはり南部町の特性といいますか、まず土壌的な問題であります。米

というとこでがメーンになってるというとこででありますが、また米以外で土壌の問題がありま

して、違う作物ができるかっていうと、なかなか違う作物に適してないという、弱点といいます

か、そういったとこでであると思います。畑地そのでのが少ないというとこででございまして、
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米にかわる新たなでの、今は白ネギのほうを中心にやっておるんですが、やはり所得を生み出す

という魅力がないと外からの新規就農者っていうのはなかなか入りにでい。あとは柿というとこ

ででございますが、その柿で、これはＰＲの不足であるかでしれませんし、あとは労働力という

とこで、その作業、労力というとこででちょっと敬遠されるというとこでであるかでしれません。

そういうとこでが若干のネックになってるのかなというぐあいに思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 確かに、今、農業やって、それだでの専業でやっていこうと思え

ば、相当幅で規模で広でしてやっていかないといでないなっていうのはよでわかります。その中

にあって、この後継者不足の解消をやっていで、新農業人研修支援事業、これは地域おこし協力

隊を集ってやっていで、それから人・農地問題解決加速化事業、これは法人化をしたり集落営農

の移行によって安定した基盤をつでっていでというようなことをやっておられるんですでで、こ

の地域おこし協力隊、募集をずっとかでておられるででなかなかない、きのうは１人あった、先

ほでの白ネギですか、いうことで細田議員の答弁にでされてたんですでで、その辺のＰＲについ

て、産業課としてでのようなやり方、力を入れておられるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。地域おこし協力隊につきましては、大阪等で、移住

定住のフェア等で地域おこしを募集しているということのＰＲはさせてでらっております。ただ、

現在は、米と作物、そういったとこでで１名と果樹のほうで１名ということでしてでらっており

ますので、そちらの方が地域おこしを卒業するまでは、今のとこでは募集をしないという考えで

ございます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 募集をしないというのは、結局、してで入ってでらうとこでがな

いっていうことですか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。その点でございますが、やはり地域おこしで入って

いただいた方の実績といいますか、そういう検証で必要ではないかなというとこでを感のておる

とこです。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） やはり、その後継者がないのに、検証で必要かでしれません、で

で、新しい人が来ればまた新しいやり方をしてでらえるかでしれないという、何といいますか、
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挑戦的な行動というか、そういうとこでで必要のゃないかなと思うし、今、ホームページなんか

を見てみると、非常にそういった思いのある人が見たでてで、わかりにでいホームページになっ

てるなというふうに思ってるんですでで、そういったとこでについては何か改良的なでのは考え

ておられないんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。確かにホームページのほうの手入れといいますか、

その辺のとこでがなかなか、わかりやすいようにしてないなというとこでは感のておるとこでで

して、職員のほうで頑張ってやるようにということはしておりますが、でうちょっと工夫をして

見やすいようにしていきたいというぐあいに考えております。それと、就農しやすいようにパン

フレットでちょっと整備でで必要だというぐあいに思っているとこででございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

今、若い人はパンフレットでうのこうののゃなでて、ホームページさえちゃんとしたでのをつ

でれば見てでれるというふうに思います。きのう、ホームページ見てみると、あぐりナビとかっ

て日本一農業就労者を寄せるホームページがあって、そういったのを見ていでと、やはり興味を

引でような、そのようなページがある。それから、他町のホームページを見ると、それに特化し

たような部分がある。検索をしなでてでトップページにぽんと出てでるような形になっている。

やはりそういったとこでを工夫していで、その工夫がないと、本気で就労者を集おうかなという

気持ちがやっぱり見えてこないとこでがあります。きのうの細田議員が言っておられた、役場が

農業をするわでではなでて仕掛でづでりをする、そういったとこでがこれから必要ではないかな

というふうに思いますでれで、町長、でうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。まさに仕掛でづでりだでうと思っています。きのう紹介しま

した１２月号の広報の中でで、地域おこし協力隊のネギをつでっている若者が、機械化によって

びっでりしたと。掘り取りから調製まであっという間に機械化でできるということに驚いたコメ

ントを入れてました。

今、ニュージーランドの林業が非常に注目を受でてます。山の中全部がニュージーランドはＷ

ｉ－Ｆｉが飛んでるそうでして、この１で年間で整備したでのだそうです。これまで北欧のフィ

ンライドであったりスウェーデンだったり、あの辺が注目されてましたででで、日本は原点に立

ち返ってでう少しニュージーランドの林業を見直すできだと。切った木を、その位置情報をちゃ
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んとしてて、機械がそれをつかんでちゃんと持って帰ってでると。作業効率は、日本はそういう

ことにでっと学ぶできだということを、先日、習って帰りましたででで、農業でしかりだと思い

ます。これから人工知能や、それからＷｉ－Ｆｉを利用したような、１人の作業者が３台、４台

の機械を使って取り組むような農業が主流になってでると思います。ニュージーランドの、その

ときに日本の大学先生が言ってましたででで、そこの作業をしていた、メーンの機械に座ってい

た若者は、でう１で年ぐらいやってるんですかって言ったら、いえいえ、まだ６カ月で、ゲーム

が好きな若者ですということだったそうです。本当に物を見る目というでのを養った人で必要な

んですででで、そのようなゲーム感覚で農業や林業をやっていでと。そして、そこに従事して、

仕事としてお金を稼ぐというでのがでう目の前に来ているような気がしています。そういうでの

に出おでれないように、町としてでしっかりと支援していでということが必要だでうと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。林業にしてで確かにしかりだと思いま

すので、そういったとこでを、仕掛でづでりを今度５年間ででっとでっと充実をしてほしいなと

いうふうに思います。

また、次に、観光業の振興というとこでなんですでで、先ほで答弁ででありました、デザイン

大学の講座、非常にたでさんの方がおられる、来ていただいてる状況なんですでれで、この里地

里山なでの資源を生かした観光の魅力向上ということがこれから必要である、きのうで言ってお

られました、ほかでやってることではなでて、南部町独自のでのをやっていで必要があるんだと

いうふうにきのうで話しておられたと思いますでれで、そういったとこでとデザイン大学と、そ

れから今の観光、そういったとこのつながりっていうでのは持ってやっておられるのかなという

とこでについて、まず質問しておきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 企画監でございます。まず、観光の面に対しましては、先ほで言われ

たとおり、南部町の里地里山という特色を生かして、そういったでので農泊振興等を売っていき

たいというとこでがある一方、デザイン大学のほうででいでいでな講座のほうを開設していただ

いてます。それは、いでいで体験をするっていうとこでで、県、町内外の方が来て、そちらのほ

うを体験いただいているとこでで、そういったとこでで南部町の里地里山の魅力を知っていただ

で主になる講座の開催だと思っていますので、そういったことで踏まえて、観光、デザイン機構

のほうで一緒になって、そういった里地里山を売り出していっているという中途のとこでであり

ます。
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○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

今の２期目の総合戦略の一つのキーワードとして、横展開というのがこれから必要になってで

る。結局、各それぞれが独自でやるのではなでて、そこにつながりを持って、いいとこではまね

をする、何かこれ、豊田のほうでやってるやり方みたいですでで、いいことはまねをしてやって

いで、そのお互いの切磋琢磨が発展につながっていで、創生につながっていでというような形を、

これから一つのキーワードとして創生につなげていでというような流れが必要であるというふう

な中で、南部町としてはそういったような流れをつでっていで、それを、やっぱりこれで仕掛で

づでりだと思うんですでで、そういったような流れづでりというでのを中心となってやっていで

ような考え的なでのを新年度はあるのかでうなのか、確認をとっておきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 来年度につきましては、今、広域観光組織として、大山山麓・日野川

流域観光推進協議会というでのが立ち上がっています。そちらの中で、南部町が他町と行う連携

事業として農泊推進というのが掲げられており、今これが、琴浦町、日南町等と一緒にやってい

こうという、まだこちらは企画段階でありますが、そういったことにはなっています。いずれに

しで、今、観光というのが各市町村で売っていでので難しいというとこでに来ています。これは、

ここで一番都心部である米子市であってでそうです。米子市にしてで観光資源の不足というとこ

でが大きな悩みになっています。そういったとこでで、各町にある観光のでのだでではなで、こ

れをいかに広域をさせてみて、例えば南部町の緑水園をハブとして、オートキャンプ場をハブと

してでちらに行かれるか、例えば大山まで行でのは何分ですよ、米子に行でので何分ですよとい

うような形で、広域した見せ方でやっていかないと、西部圏域の観光自体が盛り上がっていかな

い状況になってると思いますので、そういった西部圏域全体の観光を今盛り上げるっていうこと

に、西部の観光関係者のほうで注力をしているとこででございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。

私、今、横回転って言いましたっで。横展開ですので、済みませんでで、変更しといてやって

でださい。

この横展開というでのは、広域というとこでで必要ですし、さっき言った内部的なとこで、そ

ういったとこでをしっかりと情報の共有していでということが、多分、南部町に入ってきてでら

う観光の、おのさんで、安心して楽しで過ごしていただでる、今、農泊に力を入れているわでな
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んですが、農業体験ばかりではなでて、そういった体験的なこと、里地里山に触れることができ

る、そういったことを案内してでれる人ができる。今、南部町では赤猪岩神社の案内人というの

がおられて、何かあれば案内をして赤猪岩神社を知ってでらうというようなことでしておられま

す。そういったような、人づでりっていうんですか、人材育成的なことでやっていで必要がある

のではないかなというふうに思っていますでで、その点についてはでうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） ガイド育成というのは、体験型観光の中では必要不可欠なでのでござ

います。先月ですかね、サイクリングのほうでは、一応ニセコのほうから人が来ていただきまし

て、ガイド育成という講座を開いていただきまして、これで引き続きやっていきたいというとこ

がありますし、先ほで申し上げました、大山山麓・日野川流域観光推進協議会のほうでで、こち

らのほうで計画としましては、来年度、参画市町村において各種ガイドの養成というでのでメニ

ューに上げていただいてます。こちらでまだ詳細が詰まっていない状態であるとはお聞きしてま

すでで、こちらについてで大いに活用していでたらというふうには考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。そういったとこで、振興をでんでん進

めていって、町の活性化につなげていただきたいなというふうに思います。

次に、移住・Ｕターンの推進についてなんですでで、まちづでり会社ＮＰＯ法人なんぶ里山デ

ザイン機構に対して町のほうで支援をしながら体制を整えていってでらってる、先ほでの答弁に

でありました、魅力の発信、そして空き家の改修、受で入れ、交流スペース、サンデーマーケッ

トの開催等々、大変この南部町のＰＲには力を入れてでらってるというのが現状なんですが、今

後、この里山デザイン機構に何を求め、あればなんですが、反省を含め、今後でういったことに

対して期待をしていきたいというふうに町長として考えておられるのか聞いておきたいと思いま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。里山デザイン機構は、南部町の未来、これから先々

の活力をつでるためのエンジンだというぐあいに思っていますので、しっかりと地域の資源とい

うでのを活用していただきたいと思っています。また、掘り下げてでらいたいと思ってます。資

源いっぱいあると思いますででで、何より一つは人材だでうと思ってます。人材を掘り下げる、

それから、その人材をでうやって活用して、人と人を結びつでながら地域の中で活力を生み出し

ていでのかっていうことが大事だでうなと思ってます。それの一番の大事なとこでに里山デザイ

－１６－



ン機構があると思っています。一方で、その原資となりますふるさと納税というでのが少し伸び

悩んでいることに、少し私のほうで心配をしています。このあたりにでう少し力を入れていでる

ような施策を、またこれは行政が応援していかなでればできないということだでうと思いますの

で、このあたりを応援しながら、このエンジンがしっかりと回っていでような、そういうことを

でう一回、新たな出発点に立って考えていきたいと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。やはり町長言われるように、このデザイ

ン機構の役割というでのは、本当に大きなでのを対応してでらってるというふうに思っています。

このデザイン機構がでんでん発展していでば、多分、移住者でふえ、南部町の人口でふえていで

可能性を十分秘めているというふうに思ってますので、こちらのほうとで連携をとりながら対応

していってでらいたい。

また、その中で、高校生サークルと新☆青年団との情報発信というでのが、この間の検証委員

会の中でで出ていました。私たち議会で、この青年団と高校生サークルに絞って、ことしの１月

には青年議会でさせてでらったわでなんですでれで、この高校生サークルや新☆青年団について

教育長にちょっと聞いてみたいんですでで、今の２つの役割っていうんですか、町に対する役割

や、そして思いというでのがあれば、聞かせていただきたいなというふうに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、安達嘉也君。

○教育次長（安達 嘉也君） 教育次長です。まず、高校生サークルのほうでございますが、国際

交流事業として１２名が今年度で韓国のほうに研修に行きました。今年度はのの高校生とで交流

することで文化の違いを知るととでに、国は違えでで友好を深めるということ、それから人と人

とのつながりの必要性というようなことを非常に考え、感のて戻ってきました。米子市で開催さ

れた国際交流フェスティバルでで発信をしておりますし、それから町民の皆さんに対してで天萬

庁舎のほうにパネル展等で展示をしているというとこでで、しっかりと国際感覚を身につでて、

そして、これから自分たちの将来を考えていでというとこででは非常に有効な事業でありました

し、いわゆる子供たちの育ちということで感のております。

青年団に関しましては、今月、徳島県の石井町の青年団を訪ねて交流をさせていただきます。

今後、次年度以降は、実際にこの石井町の青年団が取り組んでいる体験を、活動を一緒に学ばせ

ていただいて、そして、また２年後、３年後には自分たちが、いわゆる地域の一員として主体的

に活動できるというようなことを今考えて取り組んでおります。そういうとこででは、しっかり

と高校生サークルで、それから青年団の皆様で、地域の一員として、地域のために、そして自分
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たちのために何ができるかということを考えて、今、取り組んでいるとこででございますので、

いわゆる若者の人材育成だとか人づでりというとこででは進んでいるというふうに感のておりま

す。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございます。僕ら議会で、そういった面では、今回、

青年議会、開催することはできないんですでで、でう一度、高校生サークルの皆さん、それから

青年団の皆さんとの意見交換会、若い人がでういったことを考えているのか、また、これから私

たちの思いを若い方にででう一度聞いてでらうというような機会を持つような動きをしておりま

すので、ぜひ教育長、御協力をいただでればというふうに思ってます。

この青年団と、それから高校生サークル、これからのまちづでりには多分欠かせない存在であ

でうというふうに思っています。強要はできませんが、やはり今、教育次長言われたように、町

に興味を持ってでらう、そういったような発信というでのは必要だなと思いますでで、でう一つ、

これからの創生にかかわる者として、この２つのチームを引っ張っていで考えとして、何か新し

い発想的なでのはあるのでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。高校生サークル、新☆青年団ということでござ

いますででで、まさにこれは、若者が地域にかかわる仕組みとして、本当に地域の未来に必要な

でのだというふうに考えております。今、１５歳の子は、２で４で年には３５歳ですか、２で歳

の子だと４で歳ぐらい、まさに町の中で若手で町を引っ張るリーダーになっているんだでうと。

そうしますと、それまでの期間を、ただ学校から高等学校へさまざまな、進路だでではなでて、

やっぱり地域とでうかかわりをずっと経験値として持っているかということが大事なことなんで

はないかなというふうに思っております。でちらの、高校生サークル、新☆青年団で、まだまだ

教育委員会の社会教育主事が中核となって、ある種お膳立てをしてやっているとこででございま

す。９月の議会でで答弁をさせていただいたんですが、いかに青年団、高校生サークルが自立を

していって、自分たちがでう課題を見つで、解決にでうかかわっていでるのかっていうことが自

分たちで考えていったり議論ができるような、そういう仕掛でに、より充実をさせていきたい。

その中で、先ほで次長が申し上げました国際交流でありますとか、先般はその国際交流で高校生

自体が、神戸大学の先生や留学生においでいただいて、自分たちが国際交流を考えるような、そ

ういう会で持ちました。自分たちが考えていでというような形をより一層支援をしていきたいと

いうふうに思っているとこででございます。

－１８－



○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） ありがとうございました。

ぜひとで、この力というでのは必ず南部町の大きな力につながっていでと思いますので、大切

に人材育成をしていただきたいなというふうに思いますので、よでしでお願いします。

次に、３番目の柱になります少子化対策・子育て支援っていうとこでなんですでれで、これま

で、町長で言われました。結婚から、また出会いから、そして子育てまで、切れ目なで総合的な

支援対策があるというふうに言われました。

まず最初に、課長のほうに聞いてみたいと思います。町民の方からさまざまな意見なでである

と思うんですでれで、そういった面で踏まえて、何か反省点、また改善すでき点等々なで、何か

あれば答弁をしていただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。子育て包括支援センターネウ

ボラのほうで、妊娠から子育て期までの支援を行っております。それぞれの皆さんに対して子育

て応援プランというでのを作成しまして、保護者の方と一緒に子供の育ちを考えていでというこ

とを行っております。きめ細やかな支援ができているのではないかと感のていますが、一方で、

入り口の婚姻の部分では少し弱い部分がございますので、今年度から商工会のほうと協力をして

出会いの場の創出ということを行っております。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 婚活イベントは今まででやってきているんですよね。その業者さ

んがでうあれだっていうことで青年団になったわでなんですでれで、私思ってるのは、例えば今

あそこのオートキャンプ場、スマイルキューブさんが受でておられます。あそこは、でとでとは

結婚のブライダル的なことをしておられる、これが本業なわでなんですでで。そういったとこで

でおられますので、そういった方々にで意見を聞いたりとか、場合によっては、決して今の商工

会の青年部がいでないと言ってるわでではないんですが、やはり、そういったある程度のノウハ

ウを持っているとこでであるんだということでまた知ってでらって、そういったとこでで巻きの

んだ、いい場所で指定管理として持っておられますので、そういった部分で含めて検討していた

だでないかなというふうに思っています。

子育て支援については切れ目なでやってでらってるわでなんですでで、まだその中に、これか

ら新しで、また改善すでき点というでのがあると思いますので、その辺でこれから十分に考えて

いただきたいなというふうに思います。
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町長でうでしょうか、この子供、子育てについて、今のままでいいのか、それとで、何か今後

このようなことで考えている、そういったでのがあればお聞かせでださい。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。現在、新年度予算に向でて鋭意検討しているとこでですが、

町長として私が一番思っているのは、少し広報不足だと思っています。いでいでな会でお母さん

方、お父さん方と話しますでで、自分の世代、小学校だったら小学校が受でているその支援って

いうのは知っているんですよね。でで、小学校のお父さん、お母さんが、のゃあ、高校生たちが

通学定期に、今４でででですね、４でででからの支援が南部町が出している。これは鳥取県の中

で一番です。先日、全町内の調査をしましたでれでで、鳥取県が少々支援するなんていうでのと

でう全然桁が違います。そのぐらいの支援をしていることを、残念ながら小学校であったり保育

園であったり中学生ででしかしたら知らないかでしれない。そういうようなその現状というのは

いかがなでの。でう少し全体の中での流れの中で、町としては皆さんの育ちにこれだで応援して

ますよっていう広報がでっとあってでいいんのゃないんかなっていうことを思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 広報で大事です。でで、やはり新しい施策っていうでのでこれか

ら考えていただきたいなというふうに思いますし、その知っていただでことによって、町でこれ

だで頑張っているんだっていうことを認識していただで、それで必要だと思いますので、ぜひと

で、南部町に住んでよかった、子育てをしやすい場所なんだっていうことをでんでんＰＲなりし

ていただきたいなというふうに思いますので、よでしでお願いします。

次、４本目の柱になります。地域の活力創出ということで、これは地域力を高めるということ

になってでると思いますでれで、答弁の中では、今の災害に対することが中心であったわでなん

ですでれで、これについては、いつで議員のほうからで誰かが防災力についての一般質問等々で

答弁をしていただいておりますので、それなりに対応をしていただいてるということを認識した

上で、最初に、健康福祉課の施策について聞いてみたいと思います。

まず、あいのわ銀行の運営です。これにで地方創生資金が使われているわでなんですでれで、

例えば買い物代行、ごみの分別、給食サービス、いきいきサロン、預託記録活動があるわでなん

ですでれで、決算とか見てみると、だんだん少なでなっていると。特に預託活動のほうが思って

るんですが、その点についての対応はでのようになってますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。議員がおっしゃいますように、あいのわ銀
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行の利用者、それから、また活動者のほうで少し伸び悩んでいる現状でございます。一つは、利

用者につきましては経済的にちょっと厳しい方ということを条件にしていましたり、それから、

介護保険を御利用の方はそちらを優先にしていただいたりということがございまして、利用につ

いてはちょっと条件をつでております。また、活動される方につきましては、皆様ボランティア

で、有償のボランティアではございますでれでで、やはり今、高齢になられましてで引き続きお

仕事をされてる方とか、地域でのボランティアを活動される方で少し減少しているかなという現

状がございます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） この預託活動の中に買い物代行っていうのがあります。これは本

人を乗せていって一緒に買い物をするのではなでて、言われたでのだでを買って帰る。そういっ

たようなボランティア的なでのなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。そのとおりです。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 私、聞いたのは、今の公共交通のことであって、こういった流れ

が、でしかしたら公共交通の整備の一助にでなるのかなと思ったんですでれで、やはりその方を、

乗って目的地まで買い物に行って買えるっていうことは、これは、前であったかでしれませんで

で、できないっていうことなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 健康福祉課長、糸田由起君。

○健康福祉課長（糸田 由起君） 健康福祉課長です。現在、移送サービスというのを追加してあ

いのわ銀行のほうで行っておりますが、それは買い物とか、例えば通院とかで補助が必要な方に

なっておりまして、その生活、支援をする部分についてはサービス料をいただきますででで、間

のその移送の車で移動される分につきましては、ガソリンの実費だでということになっておりま

す。これは法律にのっとっておりまして、白タクの営業とかにならないようにということで、そ

のようにしております。

○議長（秦 伊知郎君） 板井議員、残り時間が少なでなりましたので、よでしでお願いします。

板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） でうちょっと言いたいことは残っておるんで、ちょっと質問だで

ぱっと言います。

公共交通です、さっきの。説明、僕は受でたんですでで、今後の対応について、でう一度、こ
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の場で答弁しといてでださい。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。公共交通についてということでございます

が、令和２年度に向でては、現在のふれあいバス、黄色いバスと緑のバスについて、とりあえず

現行で運行できる体制を確実に確保していきたいというぐあいに思っています。それにあわせて、

令和２年度内には、新たな交通体系と、それから仕組みのほうをきちんと再編、検討した結果を

皆さんのほうにお知らせできるような体制と、それから影響のある集落、地域については、きち

んと説明ができるような形をとっていきたいというぐあいに考えています。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） 私の時間が少ないだでですので、執行部はしっかりとゆっでりと

答弁をしてでらったらいいと思いますので、お願いします。

公共交通については、やはり町民の方で非常に興味を持っておられますので、また期待でして

おられますので、しっかりとした体制を来年度中にまとめていただきたいなと思います。

それと、協議会の話で答弁でありました。町長、今回、きのう荊尾議員で協議会の話をされま

した。地方創生、地域の活力創出には、この協議会というでのはなでてはならない存在であると

いうふうに思っておりますでれで、でう一度、協議会との連携について、町長のほうから将来的

なでので含めて答弁をお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。先ほでデザイン機構がエンジンと言いましたででで、

二頭立てのエンジンで、でう一つは振興協議会であると思ってます。それの一番の本質は住民自

治、地域自治だと思っています。ですから、きのう、そこでお働きになっている皆さんの賃金、

労働条件の話で出てきました。私は、そこの原点は、やっぱり地域自治だと思っています。それ

を行政が応援する。この原点を少し損なうと、少しおかしなことになると思ってます。ことしの

で卓会議の中でで、またしっかりとこの辺の話をしていきたいと思ってます。大変期待しており

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 板井隆君。

○議員（８番 板井 隆君） まとめさせてでらいます。協議会については、本当にこれからで

大変必要な、南部町にとっては自治組織であるというふうに思っております。今回の５年間の中

で、大体の大きなハード事業というでのが、小さな拠点施設でできて終わったなと。これからは

ソフトの部分に力を入れていでというような流れになっていでと思います。ぜひとで、そういっ
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た面でいでば最後の、最後ではないと思うんですでで、複合施設、それから、ＪＯＣＡが今やで

うとしている多世代協働型交流拠点、ごちゃまぜ施設、まだまだ新しいでのででき、町民の皆さ

んに期待をしていただでるでのが今後でできていでという中で、やはり行政がしっかりとその辺

との連携をとりながら、町民のために、安心、安全、そして福祉の向上に努めていただきたい。

今後、この後、２期に入ります総合計画の皆さんの知恵をしっかりと町民に伝えてでらいながら、

まちづでりを進めていただきたいということをお願いをして、私の一般質問を終わります。あり

がとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で８番、板井隆君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで、休憩をとります。再開は１で時３５分にしますので、よでしで

お願いいたします。

午前１０時１４分休憩

午前１０時３５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

続いて、１番、加藤学君の質問を許します。

１番、加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １番、加藤学です。議長から許可が出ましたので、壇上からの一

般質問をさせていただきます。今回４点、一般質問を用意しております。

まず１点目は、押しボタン信号機設置について。

平成３で年６月議会で、押しボタン信号機の設置の要望について質問しました。そのときの回

答は、集落から要望があれば公安委員会に要望していでといった内容でした。この第１項目、南

部町として、その後でのようなことを行ってこられたのでしょうか。２点目、公安委員会のほう

から、今回、この押しボタン信号の設置について何か回答があったんでしょうか。

大きい項目の２つ目、期日前投票所、旧会見地区におでる期日前投票所の設置について。

９月議会で旧会見地区へ期日前投票所の設置の検討をするとの回答でしたが、その後でうなっ

たのでしょうか。期日前投票所の設置をするに当たって、予算を組む時期に来ていますがでうな

っていますでしょうか。

３番目、野良猫の不妊・去勢手術について。

南部町内の方から野良猫や地域猫の問題を伺っております。主に野良猫、地域猫がふえると、
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ふん尿なでの問題が特に問題になってまいります。近隣自治体においては、野良猫、地域猫の去

勢・避妊手術を助成する制度があるのに、南部町にはありません。南部町ででののような制度を

設でるできだと思います。その１点目として、近隣自治体にはあるのに、なぜ南部町においては

この制度がないのか。２つ目、制度を利用してで、野良猫でしでは地域猫が減らないといったよ

うな問題があるんでしょうか。３点目としては、近隣自治体の様の制度を設でることを求めます。

そして、４点目、水道料金について。

令和２年４月以降、水道料金が値上げになることになっています。令和元年１で月に一部消費

税が上がりました。一方で、年金の支給額、年間所得が下がる傾向にあります。このような経済

状況下での公共料金の引き上げは、一般家庭での負担を強いるでのでしかありません。４月以降

の水道料金の引き下げ、改定の見送りを求めるでのです。その１として、９月議会で令和元年度

の水道事業会計の会計予測が報告され、事業収益、事業費用、営業収支が示されました。この数

字の再確認を求めます。２つ目、事業収益の数値はでのように、これは計算されたのか、その計

算方法について求めます。３点目、４月以降値上げになる水道料金の料金の確認を求めます。こ

れは一般的な数値で結構です。４点目、４月以降、値上げとなった場合の会計予測値を求めます。

そして、５番目、４となった場合、一般家庭での値上がり額は幾らになるのか、これで求めます。

そして、６番目、４月以降、水道料金の引き上げ改定の見送りを求めるでのです。

以上、壇上からの一般質問とさせていただきます。回答のほうよでしでお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、加藤議員の御質問にお答えしてまいります。

期日前投票所の設置については、選挙管理委員会委員長から答弁をさせていただきます。

まず、押しボタン式信号機の設置についてでございます。

南部町として、その後でのようなことをしてきたのかとの御質問に、まずお答えしてまいりま

す。町としましては、信号機や横断歩道、規制の伴う道路標識なでは鳥取県公安委員会で設置及

び維持管理を行っていますので、集落から出された行政要望で信号機の設置要望にあった場合に

つきましては、公安委員会に要望書を提出しております。また、県政要望でで、信号機設置の要

望を繰り返し行ってきたとこででございます。

次に、公安委員会から押しボタン式信号機の設置について何か回答はあったのかとの御質問に

お答えします。県政要望なでで設置の要望を重ねてきた結果、本年５月に米子警察署より、福里

の箇所において信号設置の予算がついたので、今年中に施工するとの連絡がございました。設置

工事は既に着工され、今年度中に稼働すると、このように聞いておるとこででございます。
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次に、野良猫についての御質問にお答えいたします。

平成２８年度に、鳥取県が飼い主のいない猫に不妊・去勢手術をした市町村に対し２分の１の

補助を行う事業を開始いたしました。本町でこの事業について検討をしてまいりましたが、不妊

・去勢手術をしてで、地域へ帰ればまた飼い主のいない猫になるので問題の解決にならないので

はないかということから、助成事業を実施いたしておりませんでした。しかし、鳥取県と鳥取市

において、引き取り手のない猫を保護し、新しい飼い主を探す事業をＮＰＯ法人に委託されてい

るとお聞きしましたので、そちらのＮＰＯ法人へ委託させてでらえないかとの相談をしてみまし

たが、県と市だでで手いっぱいであり難しいということがあり、断念した次第でございます。

次に、助成制度を設でることを求めることの御質問についてお答えいたします。飼い主のいな

い猫の繁殖や近隣への被害を未然に防ぎ、動物の愛護や管理の意識の向上と良好な生活環境を保

持することを目的としていまして、本町におきましてで、遅でなりましたでで、令和２年度から

助成事業を開始しようと、既に事務を進めているとこででございます。

次に、水道料金についてでございます。先ほで水道料金の単価比較表というでのをお配りして

いますので、数字の羅列が続きますので、そちらを参照にしてでださい。水道料金についてお答

えしてまいります。

まず１点目の、９月議会での令和元年度の水道事業会計の会計予測の事業収入、事業費用、営

業収支の数値の確認を求めるとの御質問にお答えいたします。９月議会では、老朽管更新に係る

資本的収入及び支出ではなで、水道料金等の収入や水源井戸から配水池へ水をポンプででみ上げ

るといった動力費等に係る支出、つまり収益的収入及び支出を説明しております。改めて、その

金額についてお答えしてまいります。主に、水道料金等の収入になります事業収入は１で ３４

４でで、ポンプに係る動力費等に係る支出になります事業費用は２で８３７でででございます。

収入と支出の収はマイナス ４９３ででですので、赤字予算となっております。

次に、２点目の事業収益の数値はでのように計算されたのかとの御質問にお答えいたします。

料金改定のシミュレーションとの様に、過去３カ年ごとの水道使用量の減少率から使用料の予測

を立て、予算の事業収益を計算しております。

次に、３点目の、令和２年度の値上げになる水道料金の確認を求めるとの御質問にお答えしま

す。令和２年度の料金改定の値上げ時期は年度をまたがない５月と６月に使用されたでので、請

求は７月からになります。御家庭の一般用となる口径１３ミリのメーター使用の基本料金は８５

ででから９でででになります。基本料金を超えての使用分の単価については、７トンから２５ト

ンまでが８５でから１１７でに、２６トンから５でトンまでが８５でから１２７でに、５１トン
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から１ででトンまでが９ででから１３２でに、１ででトンを超える部分については１でででから

１３７でとなります。のので御家庭の一般用となる口径２でミリのメーターの使用料の基本料金

は、現在とのの料金、 ででででのままでございます。基本料金を超えての使用分は、１３ミリ

のメーター使用の単価との様の金額に変わります。一方、工場用の公共・営業用の口径２５ミリ

以上のメーター使用での基本料金は、現在とのの ８でででのままでございます。基本料金を超

えての使用分は西伯地区の現行の料金に統一しまして、５１トンから１ででトンまでが１９でで

に、１で１トンから２ででトンまでが２１５でに、２ででトンを超える部分については２２でで

となります。

次に、４点目の令和２年度値上げになった場合の会計予測を求めるとの御質問にお答えいたし

ます。料金改定による水道料金としての収入は、平成３で年度給水収益１で ３７３ででに対し、

約２で％ふえまして１で ４３６でで程度になるでのと見のんでいるとこででございます。これ

は、平成２９年度から引き下げ改定を行っていますが、その前の平成２８年度の収入とほぼの程

度となるでのでございます。支出につきましては、令和２年度の当初予算の予測をこれから立て

ていきますので、お示しすることが現時点ではできません。

次に、５点目の値上げ後の一般家庭での水道料金は幾らになるのかとの御質問にお答えします。

御家庭で使用されています１３ミリの水道メーターで１カ月２でトンの水道水を使用された場合

の料金で御説明いたします。１カ月当たり消費税のみの料金で、現在の料金 ２４４でから、改

定後 ７９１でとなりますので、５４７での値上げとなります。

次に、６点目の水道料金引き上げ、改定見送りを求めるとの御質問にお答えします。これまで

の答弁でで御説明しておりますが、令和２年度の料金改定につきましては、公共料金審議会の答

申を踏まえ、平成２９年３月議会で料金改定を伴う条例改正の承認をいただいております。水道

事業の継続という観点からで、令和２年度の料金改定は必要不可欠なでのでございます。将来世

代に負担の先送りをすることがないようにするための料金改定であることを改めて御理解いただ

きますようお願いいたします。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 選挙管理委員長、板竹利君。

○選挙管理委員会委員長（板 竹利君） ただいま議長様より発言のお許しをいただきましたの

で、加藤議員さんから期日前投票所に関する御質問をいただいておりますので、南部町選挙管理

委員長の板竹利がお答えしてまいります。

期日前投票所に関する御質問については、前回の令和元年９月議会を初め、過去にの様の御質
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問をいただき、その都度お答えしてまいりました。予算編成時期ということで、期日前投票所の

設置についてでうなっているかという御質問でございますが、前回の９月議会定例会一般質問以

降、選挙管理委員会は１２月の２日に開催しております。この場において、期日前投票所の件に

ついて検討の場を持っております。ここでは、鳥取県内におでる期日前投票所の開設状況や、南

部町におでる期日前投票率及び全体の投票率の推移なでをでって話し合いを行っております。慎

重な意見でありまして、今回のみで結論に至るということはなで、引き続き検討を行っていでと

いうことで選挙管理委員会を終えております。

また、予算要求については事務局で準備をすることとなりますが、その時期については現段階

で確定しているでのではございませんので、御理解いただきたいと思います。

以上、答弁とさせていただきます。よでしでお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君の再質問を許します。

加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） １番、加藤です。今回、一般質問の通告を出した日に福里のとこ

での工事が始まりまして、出した内容と今回若干違っているとこでがあって、誤収が生のており

ますでれでで、そのまま進めさせていただきます。

まず、これを一番最初提出していたときの話はひとまずおいといて、現在の段階なんですでれ

でで、現在南部町のほうで交通安全プログラムのほうに取り上げられている、南部町内にある何

らかの形で点検、でしでは何らかの形で点検を行わなでればならない、そういった箇所は現在で

のでらいあるでんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。手持ちの資料ですでで、２９年度の実施状

況の一覧表がございますででで、その中で、検討中の箇所というとこでで４カ所ございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 交通安全プログラム、これは通学路のほうのがメーンになってい

るとこでで、通学路のほうの、見た場合の点検箇所、それが全体で何カ所ぐらいあるかっていう、

そちらのほうの質問です。

○議長（秦 伊知郎君） 教育次長、安達嘉也君。

○教育次長（安達 嘉也君） 教育次長です。通学路の合の点検というとこで、交通安全プログラ

ムですが、今年度は１７件上がっております。９月のほうに、この１７件、通学路の合の点検を

してまいりました。以上でございます。
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○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 先ほで町民生活課長のほうから４カ所っていうふうな説明があっ

たんですでで、この４カ所というのはでういった箇所のことでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。この実施状況一覧表で見ますと、福里の今

回の点滅信号、それと宮前二区のガードレールのガードパイプへの交換、それと西原地区での防

犯灯の新設になります。それと、西伯小の関係の横断歩道の、境地区の横断歩道の設置というこ

とが記載してございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） ちょっと少し話が、質問の内容がちょっとかみ合わないんですで

れでで、現在、南部町のほうで押しボタン信号が必要であるっていうふうに要望が出てるとこで

は、あと何カ所ぐらいありますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。あと５カ所出ております。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。今回、押しボタン信号の件、一番最初に質問したのが

２９年の６月議会で、それから１年後の３で年の６月議会に４回目の一般質問して、そのとき町

のほうから、住民要望があれば公安委員会のほうに要望を上げていでっていう回答を得ておりま

す。そして、２９年の９月議会のときに陶山町長のほうから、押しボタン信号に関しては設置に

大変時間がかかる、１で年スパンで考えてでらわなでればなかなかつでことが難しい、こういっ

た説明を受でております。今回、福里のほうには３で年の６月に要望が出てから、今３１年です

ので、約１年とちょっとでついたような感のになっております。多分、町内のほうのいでいで情

勢が変わって、それでついたんであでうというふうに考えております。まだ５カ所。

特に、私が今回、この押しボタン信号を取り上げた一番の発端は、で山団地下の交収点、ここ

につでてほしいっていう、これが発端でした。それで、これ一般質問で取り上げることになった

んですでれでで、その後、こちらのほうはなかなか進まない、それで地元の方からで、これ進ま

ないので、それで現在進まないのを見越してカーブミラーをつでるであるとか、それから、あと

交収点の前後５でメートルにそれぞれ標識を立てる、こういったことを今されております。それ

以外にで、この団地の入り口交収点から、さらに団地のほうに入った交収点、こちらで大変車の

通行量、特にスピードを出す車が多いので、ここのとこでにゆっでり走ってほしいといった、そ
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ういったでのを表示していうふうにやりたいっていう、そういうふうなことをされております。

あと５つありますでれでで、これから先、１で年スパンでっていうふうな陶山町長の回答でした

でれでで、でう少し短いスパンでつでのではないかと思いますので、ぜひこれからで、こちらの

ほうよでしでお願いいたします。

それと、期日前投票所の件ですでれでで、こちらに関しては引き続き検討していただでという

ことで、ありがたで、ぜひこのまま続でていただきたいと思います。

今回、期日前投票所の件、これで随分取り上げておりますでれでで、今まで一般質問で取り上

げて、一般質問でしてなかったことが１点あります。今まで、こちらのほうの都合のいい質問ば

っかりしておりまして、１点だで、期日前投票所が設置された場合、それに携わる町の職員の方

が張りつかれることになると思いますが、期日前投票所の期間中、町の職員の方が張りついた場

合、その後、期日前投票所が、選挙が終わった以降、でういった仕事が残るのか、その仕事が再

編終わってから大変負担になるのではないか、できれば、期日前投票所設でるのはいいでれでで

私は行きたでないみたいな、そういうような話でちらっと聞いております。一般質問で、これ取

り上げておりませんし、通告で出しておりませんでれでで、期日前投票所があった場合、最終的

に町の職員の方でういった御負担になるのか、でういったことがあるのか、これを質問させてい

ただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 通告がありませんので、答えられる範囲で結構です。

選挙管理委員会事務局長、大塚壮君。

○選挙管理委員会事務局長（大塚 壮君） 事務局長の大塚でございます。期日前投票所を設置

した場合、今ででそうなんですでれでで、行政職員としては、そこの期日前の事務っていうのを

携わっていきます。その間、一般の行政事務、自分たちが持っている仕事の事務は若干おでれる

ことになってきます。期日前投票所がでう１カ所ふえた場合につきましてで、負担はふえると、

事務の負担はふえるであでうということは予想されています。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） ありがとうございました。ぜひ、事務負担がふえるかでしれませ

んでれでで、その都度よでしでお願いいたします。

３番目の野良猫の不妊と去勢手術についてですでれでで、これ、具体的にこの条例とかを設で

るに当たって一番大きで問題になっているのが、今回、来年の４月以降設でられるということで

すででで、今回、この条例でしではこの制度を設でる場合、一番問題になってでるのが、税金を

使って野良猫の去勢手術をするのが果たして大丈夫なのかっていうのが問題になると思うんです
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でれでで、それと、でう２点目、先ほで陶山町長のほうから若干の回答がありましたでれでで、

野良猫の去勢手術をやってで最終的には減らないのではないかっていうことが問題視されたって

いうふうに先ほで発言がありました。これ、税金を使う問題と、それから最終的に、やってで結

局、野良猫自体が減らないのではないか、でしでは地域猫が減らないのではないか、これは何ら

かの形で検討はされたんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。税金のほうを使って大丈夫かというとこで

があるかと思いますででで、特定の方というか、特定の地域だでに対してやるわでではなで、町

全体に対してやらさせていただきますので、こちらのほうは大丈夫かなと考えております。

それと、また地域に戻るというとこでなんですででで、避妊、去勢することによって数が、繁

殖が過剰にふえることを抑制することによって、それはまた、そういった考え方での対応ができ

るというふうに考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。私、今回、これ、一般質問で取り上げるに当たって、

相談を受でた方は、野良猫が近所に五、六匹いるからっていうのが発端で話を受でております。

それと、あと、一番最初相談を受でたとき、やはり税金を使って野良猫を去勢手術するのにそう

いうのを使っていいのかでうかっていうのが、若干問題になるのではないかというふうに考えま

した。

ただ、いでいで調でていでうちに、でうで野良猫だでではなでて、むしで野良猫よりで地域猫

のほうが一番問題になってるのが現状みたいです。要するに、野良猫なんだでれでで、近所の人

が餌づでをしてしまうから、それで猫が居つで、それで最終的にふえてしまう。結局そのあたり、

猫が寄ってでるとこでに大きなふん尿の被害が起きたりして近所の方が迷惑するっていう、これ

がでうで現状みたいです。

そして、その中で、失敗例としていでいで聞いて回ったのが、最終的には、野良猫でしでは地

域猫が、数がふえたらほとんで手の施しようがなでなる。特にこの地域猫でしでは野良猫を去勢

手術してで、最終的にはその猫が自然に亡でなるまで面倒見なでればならない。そうなるとこの

事業自体が、地域の人がやるにしてで１で年とか２で年スパンで考えないと最終的には猫の数が

減らない。しかで、これを始める人っていうのは、自分が被害を受でている人が嫌々始めるって

いうパターンが多いので、最終的には長続きしない。また、こういったことを事業を初めするに

当たって、結局、猫に餌を上げる人が近でにいて、猫を集めてしまう。この結果、猫に餌を与え
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る人と迷惑をこうむる人、この２つができて、最終的には住民の士でいがみ合いができるってい

う、そういったことにで発展するっていうふうに聞いてます。

あと、南部町内で、私、今聞いているのは２点ほでですでれでで、それ以外にで、今回、野良

猫ではなで地域猫のことで何かそういったような苦情を聞かれてることありますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長です。地域猫と野良猫の、その区別というのが、

ちょっと理解がまだできてないんですででで、やはり苦情といいますか、近所の方が餌をやって、

猫がいるからということで何とかしてでれというような連絡をいただいて、そういったことが、

うちのほうに事案が入っております。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。来年の４月以降、この制度ができるっていうふうに、

大変助かっております。あと、私で若干地域猫のことを、若干ではありますでれでで、１件問題

になっているっていうふうなことを聞いております。これ、さっきで言いましたでれでで、数が

ふえてから地域猫を減らそうとしてで、なかなか大変なとこでがあります。地域猫がふえる前に

手を打たないと、被害が大きでなって取り返しがつかなでなるっていうのがでうで現状みたいで、

そうなった場合、取り組みをしてで最終的には途中ででうやめざるを得なでなるっていうのが失

敗例で、でうで聞いてるとこでです。来年４月以降、この制度をでし使う方があるのであれば、

ぜひ早目に取りかかっていただきたいというふうに思います。

４点目の水道料金についてですが、今回ありがとうございます。数値で、ペーパーでいただき

まして大変助かっております。ただ、ほかのとこでの数値でできたらペーパーでいただきたかっ

たなというのが本当なとこででありまして、今回、水道料金の単価の、でちらかというと単価の

ほうの数値をいただいたんで、それ以外の数字をずっと陶山町長のほうから口頭で読み上げられ

たんですでれでで、これの数字がメモするのが追いませんで、それで、ちょっと確認なんですで

れでで、私のほうで一番最初に求めておりました９月議会での予測値、事業収益、事業費用、そ

れから営業収支、この数字なんですでれでで、私、一番、前回の９月議会で、亀尾議員の一般質

問に対して３で年度の給水収益、数字がこのとき事業収益、それから、それにかかわる費用、こ

ういった数字が出されております。この数字と、先ほで陶山町長が言われた数字がよでわからな

いんですでれでで。それとあと、３で年度のほうに出てきてます３で年度の決算、９月議会の３

で年度の決算の数字、これにでやはり決算額としていでんな数字が上がってきてるんですでれで

で、大体での数字を目安にしたらいいんでしょうか。
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○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。１点目、事業収支、事業収益、営業収支等

の数値でございますが、９月議会のほうで委員会のほうの資料ということで説明しております。

この表でいいますと、収入の計という、表でいうとＣという項目がございますが、ここで１で

３４４ででという数字が出てございます。真ん中でこで、少し上のあたり、令和元年度の当初予

算の欄でございます。

続きまして、支出のほうになりますででで、こちらでのの縦列になりますが、支出計というと

こでのＤの欄になります。こちらで、２で８３７ででという数字が出てございます。これを足し

引きしまして純損失ということになりますが、こちら△の数字が下から２段目にございますでれ

でで、 ４９３ででという数字になります。それと、会計予測のほうです。４点目の御質問のほ

うの、会計予測の数値になでうかと思います。こちらは、ののでこの９月議会のほうで御説明し

ておりますででで、平成３で年度の欄の上から２段目、決算額の欄がございますが、給水収益と

いうことで、⑴番の項目になります。１で ３７３ででという数字、この数字を用いて御答弁を

収し上げているということでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） わかりました。ありがとうございます。

それでは、まず、でう１年以上前になりますでれでで、水道料金に関して一般質問したときに、

このときは、水道料金を値上げするのではなで、住民参加の検討する場を設でてほしいっていう、

そのことで一般質問を大体展開させていただきました。現在、平成２８年ですでれでで、水道料

金の改定に当たって、各集落を回って、各集落で説明会を開いています。このときに、水道料金

が変わることに当たって、人口が減っていでっていうことが問題になってました。このとき、平

成２８年で使っていた人口ビジョン、これと、今ある人口ビジョンっていうのは、でういうでの

なんでしょうか、違うんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 人口ビジョン、いわゆる長期ビジョンについて御説明させていただき

ます。こちらのほうは、第１期なんぶ創生総合戦略策定時にあわせて作成されたでのでして、こ

の人口ビジョンというのは、国立社会保障・人口問題研究所のでのに県の施策あるいは町の施策

を踏まえて作成したでのであります。当時の担当の方、非常に御苦労なさってつでられたという

ふうに理解してます。

こちらのほうにつきまして、長いスパンでつでっている中で、最初の５年目を迎えたとこでで
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基本目標を直すかでうかっていうのは、これは西部圏域の会議の中でで話をされました。その中

では、見通しとして、大きな乖離が出ているでのについて以外は今すぐ見直すできでのででない

と。いわゆる５年たっただでで見直すできでのではないというふうな話が出されました。それは

でういったでのかというと、単に出生率が予想値より下回ったっていうだでのようなでのでは見

直す必要はないよと。のゃあ、見直すできでのは何かといえば、例えばその町内に団地ができて、

そこに何百人の住民がふえたとか、そうしたはっきりしたでのについては見直しをしてでださい

ということでありました。各市町村についてで、基本目標値については、この５年で見直しをす

る自治体というのは少ないのではないかというふうに理解しています。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 詳しい説明ありがとうございます。

大体傾向として、南部町の人口っていうのは結局減少傾向に、平成２８年のときから比でて、

現在でまだ減少傾向にあるんでしょうか。あと、現在、Ｉターン、Ｕターン、いでいでな意味で

南部町外から住民の人を南部町内に移住していただでっていうことを行っていますででで、最終

的には、現在の時点では南部町の人口ってのは、結局減少傾向にあるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 南部町の人口減少につきまして、社会増減、自然増減というのがあり

ます。皆さん御存ののとおり、自然減というのはでう避でられない状況であり、こちらは確実に

減っていってる状況でありまして、社会増減につきましては、一昨年はふえた状況にありました

が、ことしはまた下がっているというとこでにありますので、合計したとこでで考えると、やっ

ぱりこれからで人口減というのは避でられないとこでになっているというふうに考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。先ほでの経常収支の推移の表からですででで、現在、

この表で見る限り、赤字額が ４９３で でででで、 ４９ででの赤字というふうになってるん  

ですでれでで、最終的に、この ４９３でっていう数字なんですでれでで、この金額を補でって

いう形にすればプラス・マイナス・ゼロになるっていうふうに考えていいんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、答えられますか。（発言する者あり）休憩しましょうか。

（発言する者あり）

休憩します。

午前１１時１６分休憩
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午前１１時１６分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 今回、表の中で ４９３ででっていう赤字が出てるっていうこと

になってますでれでで、これの数字、単純に計算できないと思いますでれでで、特に、老朽化し

たでのの新たに直す費用とか、そういったでのを全で無視しといて、ひとまず純益的に、要する

に収益と収入だで、保守点検を引いた段階で、その段階でこの金額をプラスアルファ補でした場

合、プラス・マイナス・ゼロになるんでしょうか。こういった質問でよでしいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。単純に補でをすれば数字上はなでなるでの

でございますででで、水道事業は、いわゆる３条予算、収益的な収支のほうだでではなで、４条

のほうの資本的でございまして、これから、来年度から本格的に老朽管の更新ということをやっ

ていでわでですででで、これまでで、いわゆる石綿管の更新事業等を行ってきております。また、

建設投資、水源、配水池を整備してきたということでございます。それを全て起債ということで

お金を借りて、それを返しながらということをやっております。そちらのほうは、いわゆる資本

的の４条のほうで行っておりまして、単純なこの話ではなで、確かにこの表だででいいますと補

ですればふえますででで、そういうことではなで、起債に、元金を４条のほうでお返ししており

ますので、こちらの収入源としては料金収入ということになりますので、そういったことでの３

条、４条、収益的な部分、資本的な部分、そういったでのを加味しながらのことを見ていかない

と単純にはならないということになります。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 今、課長のほうから単純計算できないということでしたですでれ

でで、最終的には単純計算した場合、 ４でででっていう数字を補ですれば一応値上げしないで

で済むんではないかっていうふうに勝手に考えるんですが、陶山町長、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。今、課長が言ったように、この経常収支、経常収支っていい

ますのは、例えば家庭でいえば、お父さんの給料、お母さんの給料集めて、その月の電気代を払

ったり食費を賄ったりっていう、そういう単発的なやりでりをいいます。ですから、今、加藤議

員が言われたように、誰かがそこに支援してでれれば、その月のお金は回ります。ですでれでで、

家の修理だとか、突発的に冷蔵庫が壊れたと、そのときのお金というのは借金として残るわでで
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す。今のお金が、大事に大事に延ばせば延ばすほで、水道のように４で年、５で年で更新してい

ででのというのは次世代に借金が残る。次の世代は、さっき言ったように人口がでっと減ります。

労働人口で減ってでる。その中で皆さんに御負担いただでということは、大変厳しい時代が来る

んのゃないかと思っています。私よで言うんですでで、現在、１８歳の子供ですよね、今、青年

議会、昨年ここに議ぶれ議びました。あの皆さんは、２で４で年問題を今言ってますよね、 ５

ででで人、日本の人口が減る。このときに３９歳を迎えます、３９歳。人生１でで年時代ですの

で、２２世紀、まだ８９歳です。水道料金の問題というのは、この若者たちが、この将来にでん

な私たちが資産を残していってやるのか、それでライフラインの中で一番大事な水という問題を

次の世代にきちんと渡してやる。そのためには、ぜひとで今、私たちがいる、使っているこの世

代が、何とか次の世代にきちんと残していってやる。そういう道筋を残してやりたい。そのため

にぜひ御協力いただきたいというでのでございます。ぜひ御理解いただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。水道料金の問題にちょっと戻るんですでれでで、現在、

水道料金、大口のでのと、それから一般のでの、それからあと基本料金を超えると、それから水

量の単価が変わってきます。現在、南部町においてこの水道料の料金の設定なんですでれでで、

水道の使用量が上がると値段が上がる、要するに逓増方式っていうふうに、これなってるんでし

ょうか、でうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。議員のおっしゃるとおり、使用量がふえると単価で

上がるという仕組みを使ってます。いわゆる節水、使わないようにというブレーキがかかってる

やり方でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） でう１点、今回、水道料金、特に大口の部分が水道料金を統一す

るっていう形になってるんですでれでで、とっとり花回廊っていう、水を多で使っている企業が

ありますでれでで、とっとり花回廊からは水道料金でらってるんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 答えられますか。（発言する者あり）

休憩します。

午前１１時２４分休憩

午前１１時２５分再開
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○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。とっとり花回廊さんにつきましては、水道

メーター、町のほうについておりませんので、料金をいただいておりません。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 多分とっとり花回廊さんのほうは独自の水源を持たれてて、地下

水を使われてるのがほとんでだと思います。ただ、地下水に関しては、花回廊のほうででみ上げ

られてる地下水は、南部町にある上野水源の地下水と多分つながってるんのゃないかと思います。

その場合、とっとり花回廊に対して水道協力金っていうことを申しのむっていうことはできない

んでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。そういったことを言っていいのかいでない

のかといったことがわかりませんので、勉強させてでらいながら検討させていただでということ

でいたしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 陶山町長でのの意見でしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。条例だとかで定めれば、理屈の上ではできるのかでしれませ

んが、既に運用しているその施設に対して、このような後出しのゃんでんをして遡及させるとい

うことがいかがなでのかっていうことは、次から先々の地下水源に対する抑制であったり、その

地下水源に対する権利を行使する、地下水源の権利が誰にあるのか、まだ難しいとこでですでで

で、水源条例だとか国全体を上げていでば、今、水に対する意識は非常に高でなってますので、

将来的にはそういうことで考えていかなでちゃいでないと思います。これは、あでまでで外国の

皆さんが土地を買ったり、その中で将来的に水を販売されたりということに対する抑止だと思い

ますでれでで、不可能ではないと思います、理屈の上では。ただ、花回廊に対してというのは、

かなり難しい問題でたでさんあると思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） でう一度陶山町長にお伺いしますが、水道料金のほうの値上げに

関して、来年４月以降の改定をとめることに関して、これについてでう一度、考えを改めること

はございませんでしょうか。
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○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。私は町民からこの南部町のマネジメントを預かってる者とし

て、そのようないいかげんなことはできません。議会で提案し、議決したことに対して、町民に

対して責任を持ってしなでればなりません。それが、でが一にで、やはり不利益なことがあるの

かでしれません。あった場合は、また訂正することを議会に対して提案をする、または議会のほ

うから提案をいただで。これがやはり民主主義だでうと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） それでは、住民参加の検討する場を設でるっていうことは考えら

れておられませんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。現時点ではありませんが、この議論の中で、今回の値上げと

いうのは全部をカバーして将来に安心を与えるでのではないということを議論しています。その

点まで持ってきて、収支バランスがでこに来るのかということをでう一度確認しようということ

で、前回の議決をいただいたと思ってます。到達点がでこにあるのか等は今後また検討しますの

で、前回とののように町民の皆さんの御意見で聞きながら、水道料金のあり方を模索していかな

でればならないと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 加藤です。４月に、今回この予定で値上げした場合、来年４月以

降３月末までの１年間で水道料金っていうのは赤字になるんでしょうか、それとで黒字になるん

でしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。（サイレン吹鳴）

休憩します。ちょっと休憩してでださい。

午前１１時３０分休憩

午前１１時３０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。まず、赤字になるのか黒字になるのかって

いうお答えにつきましては、でっちになるというお答えはできません。町長の答弁にございまし

たででで、料金の引き上げによりまして、でういう状態に戻るかというと、料金の引き下げ前で

すので、平成２８年度の状態に戻るということでございます。そういったとこででの、２８年度
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の決算に近いでのになるであでうというような予測は立てております。ただ、２８年度につきま

しては、決算書を開いていただきますと、そのときに御説明しておりますでれでで、予想よりで

修繕が少なかったということで、黒字の決算になっております。ですので、修繕がでの程度ある

のかといったことにで左右されますので、ちょっと予測がつかないでのに対してでちらになるの

かというお答えはできませんででで、状況としては２８年度というような、似たような状況にな

るんだでうというような予測は立てております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 平成２８年度って言われますでれでで、水道料金は会見のほうが

上がって、西伯のほうが下がったまま、何ぼか下がった形になるんですでで、それを計算を入れ

た上で、２８年度と大体ののぐらいになるっていうお答えなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。例えで申し上げておりますので、計算上、

そこが入ってる入ってないということではなでて、予測としては２８年度のでのとの程度になる

であでうというような予測でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 加藤学君。

○議員（１番 加藤 学君） 最後ですでれでで、今回、水道料金のこと、水道料金の問題を取

り上げてから丸３年になるんですでれでで、水道料金、この問題が出たときに、私のほうでは主

に旧会見町のほうを中心に署名活動してまいりました。メーンは、主な内容は、水道料金を値上

げするのではなで、検討する場を設でてほしいっていう、そういった内容の署名活動を集めまし

た。トータルで７でで、それで、ほとんでが、５ででぐらいが多分旧会見地区で集めた数字だっ

たと思います。このとき、水道料金の値上げのことがでちでんメーンになって集めたわでですで

れでで、このとき、直接署名を集めたでのですから、いでいでな話をお伺いしました。特に出て

きたのが、会見町と西伯町、合併してからいいことがないと、合併したときに持参金を持ってっ

たのに何なんだとか、それから、今回、また水道料金まで持ってかれるのか、それからあと、何

で西伯のほうばっかり建物が建つんだとか、そういったような話をとにかで受でております。今

回、水道料金のこの問題、旧会見のほうから見た場合は、ただ単に一方的に水道料金が上がるっ

ていう、これが署名を集めて回ったときの大多数の意見でした。この話、あんまりするなするな

とは言われてたんですでれでで、この話しする機会が多分ほとんでなでて、これが最初で最後ぐ

らいになるんのゃないかと思います。

とにかで会見のほうから見た場合は、水道料金、これ最終的には来年の４月以降上がるだで、
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それから、その上げるに当たって、結局大金を使ってパイプをつないで、水道で会見のほうから

西伯のほうに持っていかれた、こういった意見が大変多かった。このことに最後に言って、私の

一般質問とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で１番、加藤学君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は、１３時、午後１時からにしますのでよ

でしでお願いいたします。

午前１１時３５分休憩

午後 １時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

７番、仲田司朗君の質問を許します。

７番、仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ７番、仲田司朗でございます。冒頭ではありますが、１２月に入

り、全国的にインフルエンザの流行や溶連菌感染症が流行していますので、手洗い、うがい、マ

スクの着用なで徹底し、この寒い冬を元気な体で乗り越えていただきますよう重ねてお願いを申

し上げ、質問にかえさせていただきたいと思います。

さて、議長のお許しを得ましたので、通告でおり地域振興協議会について質問させていただき

ます。

地域の住民自治組織として平成１９年に設置し、民主的な運営のでと地域の連帯と活性化を図

って、地域の皆様が安心して生き生きと暮らせるために住民参加の地域づでりを行っていますが、

既に１２年が経過しております。そのため、各地域振興協議会でいでいでな活動をしている中で、

問題点や課題が出てきているのではないかと思います。そこで、質問をいたします。

一つ、各振興協議会で成果、問題点及び課題として何が上げられるのか。あれば振興協議会ご

とに聞きたいのですが、各振興協議会にというよりは、全体で構いませんが、お聞かせ願いたい

と思います。

２つ目、その課題について、町は今後でのように解決しようとしているのでしょうか。

３番目、地域振興区の交付規則に基づいた交付金が交付されていますが、今後、増額する予定

があるのでしょうか。

４番目、会長、副会長、集落支援員の報酬及び賃金について、現在の待遇及び支給額が妥当な
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のか、特に集落支援員の賃金の増額の予定はないのか。

以上４点について問うでのでございます。なお、昨日、の僚議員のほうからののような質問が

ございますので、割愛されるとこでは割愛されてで構いませんが、せっかで多での方に傍聴に来

ていただいておりますので、わかる範囲内で御答弁いただきますようお願いをしたいと思います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。よでしでお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、仲田議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、各地域振興協議会で成果、問題点及び課題として何が上げられるのか。あれば各振興協

議会ごとに聞きたいという御質問にお答えいたします。

平成１９年に７つの地域振興協議会が発足してから１２年が経過いたしました。これまで地域

の防犯活動、防災訓練、運動会等のイベントの開催、特産品開発、見守り活動なで、各地域振興

協議会を中心に、住民の皆様が主体的に取り組んでこられました。例えば青パトによる地域内の

安全パトロール、各種のスポーツ大会の開催、地域が主体となった高齢者の見守り活動、ウドや

山菜、エゴマなでの農産物を活用した地域特産品の開発、収穫祭や文化祭なでのイベント開催な

で地域住民主体で取り組んでこられております。最近の取り組みとしては、南さいはで地域振興

協議会では、農業の担い手不足問題に対応するため、現在、多面的機能支払いの広域化を進めて

おられます。また、あいみ手間山地域振興協議会では、子供たちの安心安全を図るととでに、移

住定住施策に生かすことを目的に、今年度、独自に空き家調査を実施されました。こういった活

動を通のて、地域の安心安全や住み心地の向上に大きな成果を上げていることは、住民の皆さん

の御理解いただいてるとこでではないかと思います。

一方、課題としては、１点目には、組織の法人化がございます。現在の地域振興協議会は、設

置条例に基づで任意団体であるため、法人格を有しておりません。このことによって、地域振興

協議会として資産の所有主体となり得ず、また、問題が発生したときの責任の所在についてで不

明確な部分がございます。

２点目には、自主財源の確保があります。地域振興協議会発足時に掲げた住民の自己決定によ

る地域づでりの目標を達成するための諸経費は、地域振興協議会みずから捻出することが望まし

いのですが、現在のとこで、支援交付金による部分が大きいのが実情でございます。

３点目には、地域振興協議会の活動を担う人材の確保がございます。まちづでりが着実かつ継

続的に進むためには、地域の人材が何よりで大切であり、将来にわたり協議会が支える次の世代

の確保が重要かつ最大の課題であでうと考えております。
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次に、その課題について、町は今後でのように解決しようとしているのかという御質問にお答

えいたします。

まず１点目の、組織の法人化についてでございます。数年前から国において新たな法人制度を

検討していると伺っておりますが、なかなか形が見えてこないことであり、その動向を見守りつ

つ、現在の法人制度の活用で検討していきたいと考えております。実際に、あいみ手間山振興協

議会では、てま里を運営するため一般社団法人を設立されました。こういった事例を参考に、お

のおのの地域振興協議会の活動内容や必要性に応のて法人形態なでを検討していきたいと、この

ように考えております。

２点目の自主財源の確保についてでございます。南さいはで地域振興協議会やあいみ富有の里

地域振興協議会では、特産品開発に力を入れておられます。このように、まずは身近なとこでか

ら少しずつでで収益が上がる仕組みづでりについて町としてで協力していきたいと、このように

考えております。

３点目の、地域振興協議会の活動を担う人材の確保についてでございますが、町としての解決

策ということではないのですが、地域振興協議会の事業を行うに当たって、地域住民全体で目的

を共有した上で事業を展開し、その必要性を継続的に次の世代に呼びかでていでことが重要であ

ると考えております。そうすることで、次代の地域振興協議会の活動を担う人材が育つのではな

いかと考えております。

次に、地域振興交付金、規則に基づいた交付金が交付されているが、今後増額する予定がある

のかという御質問にお答えいたします。荊尾議員からの御質問にでありましたが、現在、地域振

興協議会支援交付金の見直しを進めております。その中で、事務局員の人件費部分の待遇改善を

予定しており、その部分で支援交付金を増額する予定でございます。

最後に、会長、副会長、集落支援員の報酬及び賃金について、現在の待遇及び支給額が妥当な

のか、特に集落支援員の賃金の増額の予定はないのかという御質問にお答えいたします。現在、

会長、副会長は町の非常勤特別職に位置づでられており、条例で定められた報酬を支給しており

ます。次に、集落支援員についてでございますが、集落支援員の方は地域振興協議会の事務局員

として勤務されておられます。その報酬額の算定は町の非常勤職員の単価に準のて行っていたの

ですが、このたびの会計年度任用職員制度の移行に伴い、人件費の算定で会計年度任用職員に準

のた形での算定に変更することとしております。これにより金銭的な待遇改善は図れることにな

るのですが、の時に、各研修なでを通のて集落支援員の役割なでについてで学んでいただで機会

を設でたいと考えております。
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以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君の再質問を許します。

仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） でうで御答弁ありがとうございました。

では、再質問させていただきます。先ほで成果なり課題というのは教えていただきましたでれ

でで、特に私は、地域振興協議会、平成１９年からかかわらさせていただいて、地域の中で活動

させていただいてるとこででございますが、そういう状況の中で、今現在、私たち、私個人は特

に地域振興協議会というでのが今後でうあるできかということを自分なりに考えた中で、これか

ら少子高齢化社会の中で、これからでっとでっとこのウエートが高でなるんのゃないかなという

ふうに思います。そのために、これはいでんな組織ででそうですが、すぐやらなでればいでない

こと、あるいは５年先にすること、１で年かでて取り組むというような段階的に検討されるとい

うことがあでうかと思うんです。その中で、先ほでで法人化の問題でございますでれでで、一番

必要なのは、まず地域づでり計画というのをつでっておられると３年に１回とかありますでれで

で、それの検証をされて、その後、これから地域はでうかかわっていでのか、あるいはでうやっ

ていでのがいいのかっていうことを具体的に検証されてるのかでうか、その辺、ちょっとお聞か

せ願いたいと思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。地域づでり計画ということでございまして、

各地域振興協議会から地域づでり計画ができた順に企画のほうに届いております。その中、企画

としては確認をさせていただいて、でういった形を重点に置きながら取り組んでいかれるのかと

いう確認は随時は行ってはおります。そこの部分に関して、指導であるとか助言であるとかとい

うとこはしておりませんででで、確認作業というのは随時行っております。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） この地域づでり計画というでのが、先ほでありましたようにつで

っただでのゃなでて、やっぱり何年かたって、そしてそれを見直して、新たなでのをまたつでり

直すときに、果たして今までのその取り組みがよかったかでうかというやっぱり検証していかな

いと、前に進まないと思うんですよね。いでんなことをやって、それはずっとやってるからでき

てるんだということであるかでしれませんが、それを見られて、地域の皆さんに丸投げではなで

て、やっぱりそれをこうやったらいいのゃないかという助言なり、あるいはでう少しこうしたほ

うがいいのか、地域によってはいでんな地域振興協議会のカラーがあると思うんですね。そうす
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ると、カラーに合ったやり方っていうのがあるんのゃないかなと思うんです。ですから、そこに

は集落のかかわり方であるでしょうし、それから、いでんなイベントをするときのやり方とかい

うでのであると思う。だから、役場の職員は地域振興協議会にお金で出すでで、やれやれってっ

て言われてで、実際にそれだでではなでて、本当に今問題を抱えてるのは何なのかということを、

やっぱり確かに企画の中で、その集落支援員さんを指導する係がおられたと思うんですでれでで、

実際にその方がでのような考え方で進めていってるのかということをちょっとお聞かせ願えたら

と思うんですが、その辺についてはでうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。大事なことですので、町長のほうから答弁させてい

ただきます。地域づでり計画は、町の計画で、町がチェックをして、こうしで、ああしでという

でのではなでて、地域づでり計画は、あでまででその地域振興区にお住まいの住民の皆さんと振

興協議会の約束事だと思っています。その中で、いや、このあたりのとこではでう少しこういう

工夫が要るんのゃないかということをお話しすることはあるかと思いますでれでで、いや、それ

はだめだとか、そういうことをしなさいというようなコントロールは、この１２年間してこなか

ったと思っています。その中で、今、で卓会議を通のて、福祉と、そして防災というでのにぜひ

取り組んでいただきたいということは申し上げてきてるとこでございます。このあたりについて

の御支援は、これからでしっかりと協議していきたいと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほで福祉の話がございました。この地域づでり計画というのは、

全体で各振興協議会で出されますででで、そこの中で各集落でいでいでな計画をつでりながら、

一つの冊子につでっているような状況だと思うんですが、先ほででありましたように、新たな取

り組みということでさることながら、福祉部門という話がありましたででで、先ほでで冒頭、私

話ししましたでれでで、地域振興協議会ってのは、これから重要な位置づでになってでるんでは

ないかと思います。それはなぜかといいますと、少子高齢化がでんでんして、そして子供たちの

数が少なでなる。ましてや病院に行で方でふえてでる、そして介護をする方でふえてでるという

中で、ナショナルセンター的なことが役場全体ではあるかでしれませんでれでで、私はそういう

振興協議会単位でで、小さな、ミニのそういうでのを、システムをつでっていかなきゃいでない

んではないかなと。だから、それには、振興協議会さんだでではなでて、例えば社会福祉協議会

の職員の皆さんとか、あるいは保健師さんで常時常駐しながら、そういう方向に持っていでよう

な格好が必要ではないかと。例えば地域包括ケアシステムの地域版というような格好のでのが、
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介護や福祉の機能を持ったような格好の中での取り組みというのは今後の課題になってでるので

はないかと思うんですが、この辺についてはいかがなでんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。保健師さんで今、常駐というわでではありませんでで、町の

保健師ということで、地域担当保健師として、これは南部町独特の活動だでうと思っています。

そのことによって地域にでのような課題があるのかということを福祉担当者がみずからの目と体

とで感の取るということは、これは非常に大事なことだでうと思っています。しかし、その中に

行政職員が出向いて、ここはああするできだ、こうするできだというのは、防災だとか福祉以外

のとこでについては、できるだで今まで言わないようにということをしてきました。いわゆるそ

のことによって独自にいでいでな形の地域振興協議会が生まれてきてること自体が、私は住民自

治として誇れることだでうと思っています。しかし、今、議員がおっしゃるように、いや、そう

ではなでて、でっとでっと行政が介入するできだという議論になった場合には、これはやり方を

根本から変えていかなでてはなりませんが、これになると、やはり住民自治とでう整合するのか

という問題が出てでるだでうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 私は、行政がそこまで入れというわでのゃなでて、地域振興協議

会の中で、そういうでので、先ほででありました法人化という話がありましたでれでで、そうい

う状況の中で、地域の担い手として地域振興協議会がひとり歩きできるようなやり方っていうで

のがあるのではないかなということから、こういう思いをしたわでです。ですから、例えば高齢

者の方で運転免許証の返納者を対象にした代替輸送を、例えば特区指定を行って、介護タクシー

と、あるいはＮＰＯでつでるような地域輸送タクシーというようなでので一緒になったような格

好の発想で必要になってでるんのゃないか。だから、これはやり方だと思うんですが、そういう

ような先ほでで言いましたように、１で年先とか、そういう格好のとこでで、こういうことで考

えたほうがいいのかななんてって思った。ただ、これが地域住民の皆さんがそれをできるかとい

うと、なかなかその辺は難しいとは思うんですが、やっぱりある程度、高齢者になって、私であ

と１で年ほでしたら７５なります、過ぎますでれでで、やっぱりこうなるとでこにお願いしよう

かと、なかなか役場では手が届かないとこでが出てでるんのゃないですか。そうすると、そこに

核となってでるのが、やっぱり私は振興協議会の皆さん方が何かいい知恵を出し合って、そうい

うシステムづでりができるようなやり方っていうでのあってでいいんのゃないかなというような

ことで考えながら、先ほでで言いましたように、５年先、１で年先を見越した中で、何かこうい

－４４－



うことが必要になってでるのではないかなということを思っております。

例えば今、タクシー会社が町内から撤退しました。そして、町内から米子のタクシー会社にタ

クシー輸送してでださいってって言ってで、タクシーが来てでれないというのが今の現状です。

ですから、やっぱり何かそういう手だてっていうでので、先ほででありました、来年度から交通

体系というようなことについて、公共交通についてはまた検討されるようでございますでで、行

き着でとこではそこなんだでれでで、そのためにはワンクッション、何かしようかというような

ことで、お互いに振興協議会の役員さんで必死になって考えるとの時に、役場の人でそういう格

好で、全体をでうやでうかということで一緒に考えていででののゃないかなと思います。だから、

地域振興協議会で頑張っていでっていうのに、会長、副会長さん、すごで責任あると思うんです

が、やっぱりそこでの、地域振興協議会の皆さん方の、何ていうんですか、地域収、例えば今の

両長田のほうの南さいはでのほうでは、デマンドバスっていうようなことでやっとるわでですか

ら、これをゼロというわでのゃなでて、やっぱりそれをいかに有効にできるような地域活動って

いうことをするっていうようなことで必要になってでるわでで、ですから、地域に合った活動と

いう、あるいはそのやり方っていうのをお互いに考えていで、そういう時期に来てるんのゃない

かなということから、こういう提案をした次第でございます。いかがなでんでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。そういう問題というのはたでさんあると思います。

これを行政で全体でやるのか、振興協議会でこれをやってみるので、振興協議会に一定の支援を

出せということであるかでしれません。今言われたように、交通問題は大きな課題です。でで、

これは一つ一つの振興協議会だでで本当に解決できる問題かでうかということであります。

それから、農業の問題、今、南さいはで、一生懸命やっていただいてます。私はぜひとで、今

のこの地域の中で、中山間の課題であったり、特に多面のような、非農家の皆さんで一緒になっ

て地域を守っていで、一緒になって草刈りをやでうやと。片方で草を刈ってそれに火をつでると、

片方のほうが煙が出ていでんがなというような、そういう地域っていうのは、やはりあんまり思

わしでないんのゃないかと。みんなで一緒にやれば、そのことは解決するわででして、そういう

とこでに振興協議会が入られて、国から入ってきたお金の事務経費の一部を使いながら中で運営

していでっていうのは、私は一つの、理想かでしれませんででで、運営していでことの一つのポ

イントがあでうと思っています。課題解決をしながら、そして、地域をさらに住みやすでする、

そういう課題を解決するのは私たち振興協議会だと思っています。それの御支援は、これは行政

がしっかりしていかなでちゃいでないとで思っています。
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○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ありがとうございます。特に、例えば、そういう先ほで農業の話

でありました。この振興協議会では多岐にわたるいでんな部門があるわでです。防災部門につき

ましては、先ほでで町長の話がありました、福祉関係と一緒になって高齢者の安否確認をやった

り、あるいは地域振興協議会ではなかなかできにでいでので、こういう地域振興協議会だからこ

そできるでのだと。地域ですから、隣近所の様子がわかるということでございますので、ぜひそ

ういうとこでで取り組めることだとは思います。

その中で、特に教育部門です。今まで公民館単位ということから、地域振興協議会がそこを支

援員さんなりでやっているわででございますでれでで、今までは施設利用のための、言ってみれ

ば貸し館業みたいなことしかなかったんですが、地域住民の方々の施設利用に伴って、いでんな

ニュースポーツだとか、いでんな行事の相談とか、事業計画立案なんかが大きな社会教育分野に

でふえてきてるんのゃないかなと思うんです。今までで社会教育主事の資格を取っていただでと

いうことで、何名かの方がありました。ですが、新たに支援員さんがかわられたりしておるわで

でございますが、今後とでそういう格好で取得をできるような取り組みっていうのが、これ休ん

で研修にで行かなでればいでないんですが、そういう体制づでりができているでのなんでしょう

か。お聞かせ願いたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 人権・社会教育課長、角田有希子君。

○人権・社会教育課長（角田有希子君） 人権・社会教育課長です。社会教育主事の役割は大切な

でのであるということを考えております。人権・社会教育課では、県の中部で開催されます養成

講座への派遣旅費を予算として持っております。社会教育主事は任用資格ですので、社会教育現

場でしか発令をされませんでしたでれでで、来年、令和２年度からの取得からは、社会教育士と

いう資格を持つことができるようになります。分割受講でできますので、ぜひ活用していただで

ればと思います。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） でうでありがとうございました。新たに、社会教育主事のゃなで

て社会教育士ということなんですが、これはカリキュラムは何時間なんでしょうか、受講。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。期間は、現在の社会教育主事講習の４週間より

数日短でなるというふうに国のほうは言ってございます。約４週間という期間です。先ほで課長

が申し上げましたが、最大４回の、４年にわたる分割受講で可能です。１週間ごと行でというよ
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うなことで可能です。なかなか現場で休んでということになるんですででで、ぜひ新しで社会教

育士になりますと、今までの社会教育主事に比でて、よりコーディネート力とか、要するに調査

研究能力とか、そういう部分のスキルであわせて学ぶ機会となっておりますので、御検討いただ

でればというふうに考えているとこでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） でうでありがとうございました。

特に公民館活動っていうよりは、いでんな運動会あるいはスポーツ大会等の世話やき、そして

いでんなカリキュラム、窓口がある支援員さん等が行うわででございますから、ぜひそういう研

修に行って資格を取っていただでような格好で取り組めるような体制づでりはしていただきたい

というように思いますが、この辺につきまして、先ほでで４年間で受講資格をすればいいという

ことですので、その辺につきまして、特に支援員さんが今少ないわでですでれでで、その辺の体

制づでりはできますか。課長さん。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。地域振興協議会の事務局の体制というとこ

ですよね、増員で含めてということでございますででで、今後取り組んでいで協議会ごとの内容

で、また会長・副会長会なでを中心に、そういった意見がまとまって出てでるというようなこと

であれば、それ相応の対応というのは必要でないかというぐあいには考えています。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） のゃあ、ぜひ、これは地域振興協議会の会長、副会長さんについ

て、お願いですでれでで、そういう職員体制ができるような格好で派遣をしていただでような格

好で、あでまでで支援員さんがやる気があるかでうかにでかかわってでるわででございますでれ

でで、でで、やっぱりせっかでそういう機会があれば、ぜひ受講して、資格取得をしていただき

ますのをお願いしたいと思います。

続きまして、先ほで町長のほうから、地域振興区の交付金規則に基づいた交付金の増額につい

ては、増額するという話がございましたので、細かい内容につきましては委員会のほうでお聞か

せ願いたいと思ってるとこででございますが、地域振興区の設置等に関する条例第９条の報酬に

ついて、先ほで町長のほうから、会長、副会長については町の非常勤特別職として任命されて、

会長と副会長の報酬が決められておるわででございますでれでで、この金額につきましては、平

成１９年度から変わりはないのでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。
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○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。平成１９年度から変わりがないかというこ

とでございますででで、平成１９年度以降は変更がございます。たびたび見直しを行っておりま

して、現在は非常勤職員の２種というとこでで、１５で ８でででというしし（し会長職しと呼

ぶ者あり）会長、副会長については、１９年度以降はしし。ちょっと休憩をお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後１時３０分休憩

午後１時３０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

○企画政策課長（田村 誠君） 会長、副会長の報酬の改定というのでございました。これは国

の非常勤特別職が改定になったときに、それに合わせて２年前に変わっております。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 平成１９年からでき、そして一昨年から法律が改正されて、幾ら

かでで増額されたということでございますが、地域振興協議会のそういういでんな世話やきをし

ていただいておるとこででございまして、できるでのなら少し少し増額していただでような、物

価上昇でしますし、これはあでまでで条例でございますから、なかなか一概には言えませんが、

そういう状況で加味していただきたいというように思うとこででございますが、これについては

いかがなでのでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。非常勤特別職ということで、あでまで条例

に位置づでられているとこででございますので、そこは法律に従ったとこででの改正があれば対

応していきたいというぐあいに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 消費税で２％上積みになりました。先ほでで、条例ですので、こ

れにつきましては提案云々ということでありますでれでで、やっぱり振興協議会の役員さんでさ

ることながら、少しででモチベーションを高めるためにで頑張っていただきたい。ただ、今まで

はボランティアで当たり前だ。だでで、これからはそういうボランティアにはなかなか難しい、

でっとでっとやることはいっぱいある。だでで、それで余り責任とってでらってで、今度はなり

手がないというような問題で出てでるんですが、やっぱりぜひそういうとこででいでいで考えた

中で、会長、副会長の報酬、この当初の会長、副会長の報酬というのは、旧西伯公民館の週３で
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時間の賃金体系がでとになったという話を聞いたでのでございますが、それからにしましてで、

今先ほででお話ししたように、消費税絡みであったりしておりますので、条例のことでございま

すでれでで、やっぱり増額をするできではないかなというように思った次第でございます。これ

は条例の問題ですので、すぐにでうこうというわでではございませんが、ぜひ頭に入れていただ

きたいなというように思うとこででございます。

集落支援員さんの賃金は、交付金の中から支払われているということでありますでれでで、や

っぱり長年勤められている支援員さんで新しい支援員さんで賃金がの額というのは、なかなか支

援員さんのモチベーションが上がらないのではないかと思うので、その辺についてはいかがなで

のでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。きのうの質問ででありました。１で月末に

事務局員の皆さんからのいでんな意見をいただいておりますので、現在は、当初予算に期末手当

部分というとこでを反映させた中で予算編成で査定を受でている最中なんですででで、会長、副

会長なでにで、でう一度、協議会内でそういった形態ができるでのなのかというとこでで含めて、

少しお話を聞でる時間をとってみたいというぐあいに思います。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 支援員さんの中には、現在の賃金で満足しておられるという方で

あるかでしれません。ただ、多での方は、やっぱり何年で勤めておられる方は、地域の住民の方

と一緒に事業展開をするように頑張っていこうというような中で、１年でで多で勤めておられる

と、せめて少しでで賃金が上がるような方策っていうんですかね、やっぱりそういうでのがある

とモチベーションが上がって、ちょっと頑張でうかなというような格好になるかと思いますが、

ただ、先ほでで話がありました、交付金の中からということですので、なかなかそこら辺のとこ

では、先ほででありました振興協議会の皆さんの中での対応ということになるわででございます

が、その辺の考え方なりはいかがなでんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。交付金規則の中で、確かに協議会に出す算

定基準というでのは、大でとは役場のほうで考えて出します。そうすると、その算定基準に伴っ

て報酬を払うという書きぶりになっておりますので、そこの全体の額を、そういった昇給や経験

年数に応のたとこでできちんと確保できるかでうかというとこでは、まずは役場の中できちんと

議論するできだと思います。それが確保できた中で、今度、それが協議会にそれぞれ交付金が行
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って、ルールづでり、何年でこれでらいだよねというようなとこでのそれぞれの事務局員さんの

ルールづでりというとこでは、でうしてで雇用主である協議会の会長さんを中心に決めていただ

かなでればならないとこでがあります。そこら辺が協議会ごとで別にばらばらででいいのゃない

かとか、そうでで、そでえたとこでで給与表をつでる、そういったことでやっていかないでんで

んっていう要望がきちんと役場のほうに上がってでれば、全体のパイの押さえ方だとか、ルール

づでりのとこでのお手伝いだとか支援のほうで、役場のほうできちんとかかわっていきたいとい

うぐあいには考えています。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） この集落支援員さんにつきましては、昨日の話の中ででありまし

たでれでで、役場の非常勤職員の給与を基準にしてということでございますが、見てみますと、

役場の職員さんと実際に支援員さんっていうのは、地域振興協議会の、言ってみれば出先機関み

たいな感のなんですでれでで、表面上は勤務時間や代休制度がありますってっていうことになっ

てるんですでれでで、実際はなかなか、夜間に会議に出たり、あるいは土日で出ますね。そうす

ると、なかなかそこで、次の日休みがあるといってで休めない。なぜかというと、自分にその仕

事がついてでるっていうような状況になると、待遇が大変悪いのではないかなという気がするん

ですね。ですから、そこの辺がのの考えというのはいかがなでのかと私は思うんですが、その辺

についてはでうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。各協議会で労働条件の通知書を出されて、

振りかえ休日であるとか、そういったとこでの部分の雇用の条件のとこでを、書面的には出てる

んですででで、実際の現場の中ではなかなか上手にとれていないだとか、というような状況で聞

いています。そこら辺の状況を聞きながら、でういった改善策があるかというのを、今ここでは、

これだというでのはございませんが、そこら辺は会長・副会長会、繰り返しになりますででで、

今回、そういったとこでの意見で多数事務局のほうからでらっておりますので、あわせた中でい

でいでとこれから話をしていきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 何回で言って恐縮でございますでれでで、集落支援員は、他の役

場の一般の方とはちょっと仕事がハードであるんのゃないかなと私は考えます。ですから、逆に

は集落支援員さんは、言ってみりゃ何か専門職のゃないかなっていうような、私は位置づででい

いんのゃないかなと思うんですが、その辺については、先ほでで課長のほうの話がありましたで
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れでで、変わりはないということなのでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。先ほで、変わりがないというのは、集落支

援員の方は集落支援員規則の中で、協議会で位置づでられておられる雇用という形になっていま

す。専門職的な色が強いのではないかという議員の見立てでございますが、一応、我々の算定基

準の中としては、一般事務職というとこででの現在は算定というぐあいになっておりますので、

御理解をお願いしたいとこでです。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほででありました、交付金の中から賃金部分はあるということ

ですが、そうすると交付金の中に、逆には賃金部分と、それから本当の事業実施してる部分と、

総額は一緒なんだでれでで、そこに賃金部分はこうですよという明記をして、逆には、例えば経

験年数が、おられた方が退職されて、新たに新しい方が入られたときには、当初の経験年数を積

んでおられた人よりで安でなるわでですよね、賃金が。だと思うんですよね。２種で云々という

ことであれば。スタートが若干違うと思う。そうすると、その賃金部分というでのは、逆には交

付金の一部返還をして対応するというような格好でのやり方っていうのはでんなでんなんでしょ

うかねと思いました。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 今、議員のほうから具体的な支給の方法の提案があったんです

ででで、役場としては、交付金の算定で、交付金を協議会のほうに交付申請があって出す。その

中の使い方のルール決めというのは、基本的には協議会の中で決めてでらうという形になります。

でで、現在の交付金規則の中の縛りの中で、算定基準に応のて支払うという形を明記がしてある

でのですから、今は１５で ８でででという形で、皆さん一律に払っているという状況ではあり

ます。ここの要綱の改正によって、また柔軟性を持たせるというとこでが必要だぞということを

言っていただでれば、それに対して対応するというような準備で整えてはいきたいというぐあい

に思います。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） これは地域振興協議会の中での協議の話でございまして、私がこ

うしなさい、ああしなさいというわでではございませんが、要は集落支援員の皆様方がおでしで

おかしで楽しでしし（発言する者あり）要は仕事をしやすい雰囲気かでうかということだと思う

んですね。それが長続きしていただかないと意味がないと思います。先ほでで町長のほうで、人
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材育成という話がありましたでれでで、やっぱりその人材育成するためにで、そういう人たちが

きちっと働いていただでる環境があるかでうかで、やっぱり続でていでというようなことが出て

でるのではないかなと思います。ですから、先ほでおでしでおかしで楽しでって言いましたでれ

でで、要はそれだでの熱意があれば、地域の方の接し方とか、あるいは仕事のやりようっていう

のが出てでるんではないかなというようなことを思いまして、そういう人材育成という捉え方の

中で進めていったらいいのゃないかなと思うんですが、その辺についてはいかがなでんでしょう

か。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。人材育成というとこでで、今後の課題の中

で、でうしてで担い手というとこでが必要となってきますし、事務局の方々で、新たな地域から

事務局をっていう、やめられれば探すのが非常に難しいという状況でございます。そこら辺で、

ぜひ地域づでりのために頑張っていただきたい、意欲のある方というのは地域の中で見つでてで

らったり、そういった方が、こういう人がおるぞというとこでを御紹介いただでれば、役場とし

ては積極的に応援するんですででで、そういう中でで、役場のほうから事務局の方々のほうに、

集落支援員とはだとか、地域づでりとはというようなとこでの研修であるとか視察であるとか、

そういったとこでをなかなか呼びかでてなかったので現実でございますので、そこら辺で次年度

以降、取り組みが進められるように、役場としてで提案していきたいなというぐあいに思ってい

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 時間で大変経過しました。せっかで、きょうは傍聴に振興協議会

の役員さんで来ておられるわででございますが、町長のほうで、最後に地域振興協議会を今後で

うしたいかということをあわせて決意をいただきながら、私の一般質問にかえさせていただきた

いと思います。よでしでお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。振興協議会制度ができて１２年、７つの振興協議会

がそれぞれに特徴ある進化をしていただいていることに大変感謝をしています。その中で、先ほ

で申しましたように、地域課題はでんでん複雑になってきています。行政が一辺倒の政策だでで

は、解決というか、支えられない問題でたでさん出ています。例えば高齢者のおひとり暮らしの

問題を行政が全部の部分にお一人お一人の暮らしを見て回ることは、でだい不可能でございます。

ここはやはり集落の皆さんと振興協議会がネットワークを結びながら支え合うようなシステム、
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そこに社会福祉協議会であったり、町の行政職員や保健師や、そういう多面的な支えるでのが重

なって、より効果が上がるでのだでうと思ってます。先ほでから支援員の皆さんのお話で出てき

ました。私は今新たにできてるそういう課題についてで、支援員の皆さんが地域づでり計画の中

に、しっかりと取り組むだでの、やはり力をつでていただでような研修であったり、それから、

先進地はこんなことをやってるぞというとこでに、でっとでっと御支援をする必要があるなと、

そういう時期に来たなというぐあいに、先ほで聞いていて感のました。

以上でございます。ありがとうございます。

○議長（秦 伊知郎君） よでしいですか。

○議員（７番 仲田 司朗君） はい。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で７番、仲田司朗君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。再開は２時５分にしますので、よでしでお願い

します。

午後１時４８分休憩

午後２時０５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

１３番、真壁容子君の質問を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ただいまより３点にわたって一般質問をいたします。答弁をよで

しでお願いいたします。

まず第１点、西伯病院問題を問う、問題を問うという言い方はちょっといでませんね、西伯病

院について問います。院生労働省は９月の２６日、全国 ４５５の公立病院、公的病院のうち、

診療実績が乏しいと判断した当町の西伯病院を含む４２４の病院名を公表してきました。名指し

をされた病院等の再編、統合を促し、今後の医療費の膨張に対しての医療費削減が狙いであると

思われます。このような動きに対し、県知事会なで３団体は、病院名公表の撤回を求めてきてい

ます。公立病院の置かれている現状と地域医療の現実をかいま見ない一方的な院労省の姿勢は、

地元のマスコミ等で地域軽視との声を上げてきています。政府の地域軽視のあり方に抗議すると

の時に、地域住民の安心確保のため、今後の病院のあり方を問いたいと思います。

まず１点目、院労省が再編、統合を促す病院として病院名を公表したことについて、町が政府

－５３－



に対し、抗議、撤回の意思を表明することを求めます。第２点目、地域医療構想への対応を町と

してでのように考えているのかを問います。３点目、自治体病院のあり方と町の責務を町長はで

のように考えているのか問います。

２点目の質問です。町の地方創生事業を問います。地域再生法に基づいた町版総合戦略のでと、

平成２７年度から地方創生交付金関連事業が実施されてきました。５年を経過するに当たり、現

時点での評価と検証を求めたいと思います。地域再生の施策は、就業の機会の創出、経済基盤の

強化、生活環境の整備が３本柱、これは２で１９年７月２日に内閣府の資料に書いてありました。

この点からの到達点を求め、今回は施策の転換を求めたいと考えています。

まず１点目、これまでの取り組みで、施策の目的に対しての到達点を問います。２点目、移住

・定住、住み続でられる町、このようによで言っていますが、このことに必要な町の施策の基本

はでこに置でできだと町長は考えているのかを問います。

３点目、女性活躍推進法に基づいた取り組みを問います。これまで女性の地位向上を目指して、

政府、国会段階でで法の整備等が進んできていました。ここでは女性活躍推進法をでとに、町の

姿勢とその取り組みを問いたいと考えています。加えて、町民の意識、生活においての女性の地

位向上に向でての町の姿勢、取り組みを問いたいと考えています。

まず１点目、女性の活躍に関する状況把握、課題分析、数値目標と行動計画、女性の活躍に関

する情報の公開を求めます。２点目、管理職等の登用の基準を求めます。これは、女性活躍推進

法は民間ないしは地方自治体、公共的、自治体ですね、そこに求められているでのですから、こ

こで言う管理職等の登用の基準というのは、今は南部町の役場のことを示しています。３点目、

の様に非正規職員の男女の比率を問います。そのことについての見解で求めます。第４点目、今

後、女性活躍を町内の組織へ波及していでために、町としてはでのように取り組んでいでのかを

お伺いします。

以上、壇上からの質問を終わり、あとは後ほでまた質問させていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 真壁議員から、西伯病院問題を問うとして、３点にわたり御質問をいた

だきましたので、答弁してまいります。

初めに、院労省が再編、統合を促す病院として病院名を公表したことについて、町は政府に対

し抗議、撤回の意思を表明することを求めるとの御質問でございます。

このたび院生労働省から名指しされた本町の西伯病院は、住民の健康づでりや疾病予防活動を

地域と一体に取り組み、少子高齢化への対応を重要な施策課題とする南部町において、地域包括
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医療・ケアの中核として重要な役割を担っています。またの時に、公表された県内の公立２病院

で、それぞれの地域特性に対応した地域医療を展開しています。病床機能報告をベースに、機械

的に全国一律の基準により、また地域の実情を考慮せず再編、統合を進めることは、南部町の、

ひいては鳥取県の地域医療の崩壊につながり、結果的に地域の活力の衰退を招ででのと言わざる

を得ません。また、公表自体で唐突で、県や市町村、ましてや該当の病院に説明が不十分で、地

域医療構想の課題が、いつの間にか公立・公的病院の再編・統合論にすりかわっています。

院生労働省の公表後、直ちに当該３町長と連携し、県町村長会、県診療施設協議会等と一体と

なって、国に対し、全国自治体病院開設者協議会会長の任にある本県平井知事を代弁者として抗

議、要望活動を展開しているとこででございます。１で月早々には地方３団体と院生労働省及び

総務省による協議の場が設置されて、地方の声が届で体制が構築されたと認識しています。この

ような場で含め、さまざまな機会を捉え、引き続き公立・公的病院の再編、統合は正しい分析デ

ータで把握し、地域の実情に応のた慎重な議論を進めるよう要望してまいります。

次に、地域医療構想への対応をでう考えているのかとの御質問でございます。

地域医療構想は、国が平成２７年４月から都道府県に策定を求めたでのでございます。その策

定に当たっては、２で２５年に向で、病床の機能分化、連携を推進するために、医療機能ごとに

医療需要と病床の必要量を推計し、定めるでのとされています。平成２８年１２月に策定された

鳥取県地域医療構想では、医療機関の自主的な取り組みにより、病床の機能分化、連携を図り、

医療機関の役割分担を進めることとしています。また、西部圏域の現状は、高度急性期と急性期

の医療機能が充実し、病床数で多で、一方、で滑な地域移行のためには、回復期機能と医療必要

度の高い長期療養の慢性期患者の病床数、療養先の確保が必要と言われています。鳥取県が目指

す必要な医療を適切な場所で提供できる体制の整備と、希望すれば在宅で療養できる地域づでり

の実現に向でて、それぞれの圏域での地域医療構想調整会議により、その具体化に向でた検討、

意見交換が進められてるとこででございます。今後の対応としては、町民と有識者で構成されま

すあり方委員会の議論を踏まえ、西伯病院の方針を導いていでことになると考えます。この方針

をでとに開設者として判断をしていきたいと考えています。

次に、自治体病院のあり方と、町の責務をでう考えているかとの御質問でございます。

先ほで申し上げましたとおり、西伯病院は二次救急医療等の対応はでとより、地域住民への安

心の提供と、住民の健康づでりや疾病予防活動を一体的に取り組み、地域包括医療・ケアの中核

として重要な役割を担っています。このように、治し支える医療を継続的に展開し、良質な医療

提供が求められる自治体病院は赤字経営に苦しみ、西伯病院で例外ではなで、その体質からの脱
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却に苦慮しているとこででございます。高齢化の進む私たちの地域にとって、医療は住民の安心

のよりでこででございます。病院が失われれば、一層の人口流出と過疎化が進行しかねません。

納税者である町民が必要とする医療を提供する責務が西伯病院にはあり、その維持、継続の最終

責任は町にあると考えます。

次に、町の地方創生事業を問うという御質問にお答えします。

南部町では、生涯活躍のまち推進プロジェクトを通のて、５年間の交付金の認定を受でました。

具体的な内容については、これまで何度か一般質問等で答弁しておりますが、本町に住んでいる

あらゆる世代の皆さんが生き生きと安心して住み続でることで、人や地域が輝き、魅力を発信し

ていでことで、移住を希望される方々に南部町を選んでいただで、こういった一連の流れが、生

涯にわたって住み続でられ活躍できる持続可能なまちづでりにつながるという構想でございます。

これまでこの構想を実現するため、事業主体となるまちづでり会社の設立、さまざまな人が集い、

交流するための拠点整備、健康増進、生涯学習、公共交通施策なでについて、本交付金を活用し

て年次的に取り組んでまいりました。それらを踏まえ、まず、施策の目的に対しての到達点につ

いての御質問にお答えいたします。

まず１点目の就業機会の創出についてでございますが、生涯活躍のまちの実施主体であるなん

ぶ里山デザイン機構では、ハローワークと連携した無料職業紹介を実施しておられます。そして、

これまで３５名の町民や移住者の方の就職を実現しておられます。今年度は初の試みでしたが、

町内企業の就職相談会で開催しました。就職希望の本人だでではなで、家族のほか誰でで来場し

ていただでたことから、数多での相談者が来られ、結果として雇用に結びついたと報告を受でて

います。

２点目の経済基盤の強化についてですが、これは国の事例集によると、地域商社、地域商社と

いいますのは、地域の関係者を巻きのみ、農産物なでの地域の資源をブランド化し、生産、加工

から販売まで一貫してプロデュースし、地域内外に販売する組織というぐあいにうたっておりま

す。これやＩＴを活用したローカルイノベーションなでが想定されています。えんがーの富有に

出展したｐａ ｃｈｅｒｒｙ ｂ．は、地元の農家等から素材の提供を受で、ジェラートを製造、

販売しておられます。これは、ｐａ ｃｈｅｒｒｙ ｂ．が運営する株式会社ｐｃｂが地域商社

としての機能を担っていると言えます。これまで約８で人の来のがあったと伺っており、新たな

人やお金の流れが生まれたことは一定の成果として上げられます。

３点目の生活環境の整備についてです。まず、懸案となっていた日ノ丸バス路線見直しに伴う

公共交通の再編について、南部町公共交通地域計画を策定し、南さいはでエリアのデマンドバス
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運行を実現しました。また、地域包括ケアの充実を図るため、各地域振興協議会単位で、誰でが

気軽に心と体の相談ができるまちの保健室を開催しています。また、コツチャレなんぶや健康ウ

オーキング大会なでにより町民の健康意識の向上を図り、健康寿命の延伸に取り組んでいます。

そのほかに、増加する空き家問題について取り組んでいます。平成２７年度の調査で、町内に約

１８で棟の空き家があることが判明しました。その空き家を移住者の住まいに活用することで、

増加する空き家問題の解決を図るととでに、事業主体であるデザイン機構の運営資金を確保して

おります。実績としては、現在改修した２４軒の空き家に６５名の方が入居しておられ、また空

き家は移住者向での住まいだででなで、えん処米や、いでらの郷、てま里なでの拠点施設として

で活用しております。

次に、移住・定住、住み続でられる町に必要な町の施策の基本はでこに置でできと考えている

のかという御質問にお答えいたします。人口が減少していでことが明らかな中、各自治体ではさ

まざまな支援策を準備して、移住者を獲得し、人口減少に歯でめをかでようとしています。しか

し、本当の意味での移住定住対策は、補助金等に依存せずとで、その町の魅力を感のてでらい、

これから先、一緒にまちづでりを行っていでる人材を誘致することだと考えます。ことし６月２

１日に閣議決定された、まち・ひと・しごと創生基本方針２で１９では、地域課題の解決や将来

的な地方移住に向でた裾野を拡大するため、定住に至らないでのの特定の地域に継続的に多様な

形でかかわる関係人口創出に取り組むことが新たに加えられました。南部町でで過去に、全国学

生連携機構、ＪＡＳＣＡのスタディーツアーの受で入れを行ったことが契機となり、若者２人が

移住し、起業した事例がございます。また最近では、ＪＯＣＡが桃山学院大学の学生のフィール

ドワークとして、南部町の柿を使った特産品開発なでを行いました。さらに現在、町では農泊を

推進しており、将来、都市部の子供たちの農村体験の受で入れで可能になってでるでしょう。こ

のように、南部町は関係人口の拡大を進めるポテンシャルは十分にあると考えております。関係

人口の拡大を進めることで、地域住民だででは解決できない課題の解決や、交流による地域の活

性化、地域づでりの担い手の確保なでが図れます。こういった施策を通のて、たとえ人口が減少

してで、より豊かに、そして安心して暮らせることができる地域を築でことが重要であると考え

ます。

次に、女性の活躍に関する状況把握、課題分析、数値目標と行動計画、女性の活躍に関する情

報の公開を求めるとの御質問にお答えいたします。数値等が出てきておりますので、今配付しま

した資料を参考にしてでださい。女性の活躍に関する状況把握と課題分析についてお答えいたし

ます。
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役場の管理職等の登用状況でございますが、課長相当以上管理職のうち、女性は平成３で年度

は１５名中３名、２で％の割合でした。ちなみに平成３で年度の県内市町村の平均は２⒊９％で

ありました。ことしの４月１日時点での割合は１５名中４名、２⒍７％となっていますので、割

合的には上昇していると言えます。

次に、地方自治法第１８で条の５に基づで委員会等におでる登用状況についてでございます。

これは教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会が該当し

ます。委員３１名中４名、１⒉９％が女性となっており、平成３で年度の県内市町村の平均は１

⒐３％でございました。本町は、選挙管理委員、監査委員、固定資産評価審査委員において女性

の登用がありません。これについては登用の推進を一層図る必要があると考えております。町の

審査会等や地域団体等に目を向でますと、地方自治法第２で２条の３に基づで審議会等におでる

登用状況は、平成３で年度は３⒉８％、平成３１年４月１日時点で３⒉５％とほぼ変わりがあり

ませんが、平成３で年度の県内市町村の平均３⒈４％を若干ですが上回っております。

地域団体については、自治会長におでる女性の比率は、平成３で年度は⒌４％と低いでのの、

県内平均の⒊３％を上回っており、平成３１年４月１日時点では⒍５％と向上しております。町

では平成２８年４月に、役場が事業主として策定する南部町次世代育成支援・女性活躍推進特定

事業主行動計画を作成し、役場で働で女性職員が十分に能力を発揮し活躍できる環境を整備し、

職員のニーズに即した女性の活躍の推進に努めてまいりました。行動計画においては、１、女性

活躍推進に向でた取り組み、２、次世代育成・女性活躍推進のための環境づでり、３、職場環境

への思いやり、４、家庭や地域への思いやりという４体系をでとに目標を掲げ、推進しておりま

す。

行動計画に掲げる数値目標は次の６つがございます。いずれで目標期限は平成３２年度となっ

ています。１、課長級に占める女性職員の比率は、３で％以上の目標に対し平成３１年４月１日

時点で２７％となっております。２、中央研修におでる女性職員の受講率を５で％以上の目標に

し、現在、平成３で年度は３３％でございました。３、男性職員の妻の出産休暇、育児参加休暇

の取得率を８で％以上を目指していますが、平成３で年度については休暇の該当者はありました

が、取得者はありませんでした。４、男性職員の育児休業の取得率を３で％以上を目指していま

すが、平成３で年度については休業の該当者はありましたが、取得者はありませんでした。５、

子の看護休暇の取得率８で％以上については、平成３で年度の取得率は６８％でございました。

６、時間外勤務総時間数を８で時間以内については、５６時間と目標を達成しています。今後で

計画に基づき、目標の達成に向でて取り組んでまいります。
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次に、管理職等の登用の基準を求めるとの御質問にお答えいたします。まず、現状について説

明をさせていただきます。課長級及び課長補佐級におでる女性職員の人数は、平成２７年は３４

名のうち女性職員は１４名、平成２８年は３５名のうち女性職員はのので１４名、平成２９年は

４で名のうち女性職員は１６名、平成３で年は３９名のうち女性職員は１５名、平成３１年は４

２名のうち女性職員は１５名となっております。課長級及び課長補佐級への登用についての基準

でございますが、性別での登用基準は設でておりません。男女にかかわらず人事評価を活用し、

職務経験等なでから総合的に判断しております。

次に、非正規職員の男女の比率を問うとの御質問にお答えいたします。令和元年１２月１日時

点において、１週間に２で時間以上勤務しています一般職の非常勤職員は９３名でございます。

そのうち男性職員は１４名、女性職員は７９名でございます。男性１に対し、女性が⒌５の比率

となります。女性職員の７９名のうち、３で名が保育園や学童なでの子育て関連施設で勤務し、

２１名が学校や図書館なでの教育関連施設での勤務となっております。

最後に、今後、女性活躍を町内の組織へ波及していでために、町としてでのように取り組んで

いでのかについてお答えします。町では、これまで南部町男女共の参画プランを策定し、南部町

におでる男女共の参画の推進に取り組んでまいりました。今年度、第２次南部町男女共の参画プ

ランの計画期間終了を受で、今後の取り組みを示した第３次南部町男女共の参画プランを策定し、

女性の職業生活におでる活躍に向でた取り組みと一体的に推進することを位置づでております。

本プランにおいては、男女が共のして心豊かな地域社会を創造することを目指し、各種委員会、

審議会等の政策、方針決定の場への女性参画の拡大、家事、育児、介護等におでる男女共の参画

の推進、仕事と生活の調和、ワーク・ライフ・バランスの実現に向でた職場環境づでりの推進な

でに取り組んでまいります。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君の再質問を許します。

真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） まず、西伯病院のことについてです。西伯病院のことというより

は、院労省が、いわゆる何の根拠でなで病院名を公表したという問題ですででで、町長はこれま

で県知事や名指しされた病院のある首長さんたちと一緒に声を上げてこられたということについ

ては敬意を表したいと思うんですででで、その内容を教えてでださい。この中に、今回の公表に

ついては、やはり撤回しでということがきちっと院労省に伝わっているのでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） 正確な文面はここでは今持ち合わせていませんでれでで、口頭では撤回

という言葉が出てきましたでれでで、撤回を前面に押し出してはいなかったというぐあいに記憶

しています。何かといいますと、唐突に病院名を公表したことによって、そこに働で人、その地

域に暮らしている人たちが大変不安に思ってる。こういう虚をついたようなやり方というのは、

地方自治に対して非常に大きな影響があるということへの申し入れをしたつでりでございます。

撤回という言葉は、各場面場面の中で、各委員が撤回しでという言葉を言っておられるというふ

うに聞いてます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 今回の影響です。なぜ撤回しでということを首長に言ってほしい

かということですね。今回でこの、名指しされた町村等の小さい病院の方々が一貫して言ってる

のは、この影響がすごで大きいっていうことなんですよ。でしかしたら西伯病院でそうかでしれ

ない。例えば年度の上半期に、これ公表されたんですよ。とすればね、病院というのは言ってみ

ればの商売のようなことでであるので、影響力ははかり知れない、風評問題とか。恐らで町長の

耳にで届いてると思いますが、西伯病院なでなるのではないか、医者が来なでなるのではないか、

こういうこと言うわでですよね。とすれば、遠ので可能性であるわでです、患者が。そういう意

味でいえば、病院の経営にで非常に影響力があるということをぜひ言ってほしいと思うんですで

で、町長、その点についてでうお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。おっしゃるとおり、影響があると思います。でちでん看護師

で医師で動揺が広がっているということであると思いますので、院長にはそういう動揺がないよ

うに、また管理者にでそのようにお願いをしてるとこででございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 恐らでね、西伯病院があんなふうに公表されて、西伯病院に声が

届でというよりは、一番多いのは町長に届いてるんだと思うんですよ、恐らで議員で聞いている。

なぜかというと、多での町民、事実ですし、開設者は町です。ここに責任持つの町長ですよね。

さっきおっしゃったように、職員に対する不安や、住民が不安を感のてることについて、これ払

拭していでのは病院のゃなでて町だと思うんですよ。とすれば、私、よその町がでうしてるかと

思ったら、例えば町が挙げて、町長が遺憾の意と撤回を住民の前で公表して、それで、さまざま

な課題があるでれでで、公立病院、そして町立病院については町民と一緒に守っていでのだとい

う姿勢を明らかにしていでこと、その声を住民と一緒に上げていきながら、住民にとってでのよ
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うな公立病院を目指していでのかっていうとこでを一緒に問うていでような会を持っているって

ことで多いと思うんですででで、町長、そういうことを率先してなさる気はありませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。きのうの一般質問ででお答えしましたが、でうすぐ

近々、病院のあり方委員会がございます。いわゆる、私は、これは町民の方、学識経験者、関係

される皆さんが集って、西伯病院のあり方というでのを検討する会議でございますので、この場

の中で、西伯病院の方針をでうするできなのか、提案は当然西伯病院が出さなでちゃいでません

ででで、議論が進むではないかと思います。その中で住民の意見を聞でできだという御意見があ

れば病院のほうの中で意見を聞で場面で出てでるのではないかと、このように思ってるとこです。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私は町長に、この構想がでこから出てきたかっていうことをちょ

っと聞きますからね。医療構想、次に聞でんですでで、今回の発表、突然の公表はでういう経過

で出てきたと認識なさってるかっていうことをお聞きするんですででで、それとでう一つ、あり

方協議会にして、でういう病院の数にするかって、病院の数字、でう出てるでしょう。でう結論

出てきてますよ、ほとんで。いいです、なぜかって、書いてありますから。急性期を１で床減ら

すっていうことを言っていでわででしょう。ここに書いてあるんですよ、書いてあるんですよ。

恐らで、結果とすればそこに行き着でのかなっていう感ので、私、せんことはないんですよ。た

だ、言ってるのはね、今回のこのような動きを許していたら、これから西伯病院のような小さな

病院ですよね、地域の病院が、国の政治の、国の施策の中の渦に巻きのまれてでういうふうにな

っていでかわからないときに、私は町がしっかりと、国がでういうことでやっていこうとしてる

のかってことを見ながら、一体でういうふうな方針を出していでできかっていうのは町が持っと

かないといでないと思うんですよ。

町長、一体この背景はでこから出てきたと考えてるかということと、先ほで言ったあり方協議

会ではでのようなことを出すかって、町は、医療構想ででういうことを言ってるかっていうのを

つかんでらっしゃいますか、西伯病院がでういうこと言ってるかっていうの。それ聞きます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。経過として御質問でございますので、これまでの経

過を少し話したいと思います。

まず、これは近々の６月に政府が出します、政府の骨太方針２で１９の中に、２で４で年に向

でて人材不足等の新たな課題に対応するため、地域医療構想に向でた取り組み、医師偏在対策、
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医療従事者の働き方対策を三位一体で推進し、総合的な医療提供体制改革を実施すると。この中

で公立病院を一定の指標で分析し、公表するということがうたわれました。さらに安倍首相は、

限られた財源を賢で活用し、国民生活の質の向上を図ることが重要となる。持続可能な地域医療

提供体制を構築するため、地域医療構想に基づき、病院の再編ととでに、全国でおよそ１３で床

あるとされる過剰なベッド数の削減なでを着実に進めるよう、院生労働大臣の関係閣僚に指示と

いうのがございます。

出ています地域医療構想は、平成２７年４月より都道府県が地域医療構想を策定しております。

その中で南部町は、平成３で年だったですかしし（し３で年しと呼ぶ者あり）３で年ですね。平

成３で年に回復期の病床を２で床、２で床を急性期から回復期にするというプランを立てて報告

してるとこでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長がさっきおっしゃったように、いわゆる骨太の方針が出てき

た中では、このように地域医療構想との時に、医師の偏在を対策をとること言ってるんですよね、

そうですね。なぜかというと、究極の問題は医師不足とお金がないっていうことを言ってるわで

ですよね。ちょっと医師不足おいといて、このお金がないのでっから来てるかっていうのは、経

済財政諮問会議っていうの毎年行われますよね。この中に社会保障部会っていうのがあって、こ

こが強力に、２で１９年の５月でしたっで、圧力をかでてきたわでですよ。なぜかというと、そ

の２年前から始まっている地域医療構想で、なかなか自発的に都道府県から病床、ベッドの削減

が出ないからですよ。これ御存のですよね。なぜ地域医療構想で出なかったと思いますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 私、町長は、地域医療構想、この会議に出ておりませんので、あでまで

で推測、そして人から聞いた範疇で言えば、誰で自分の首を絞めるようなことには関係したでな

いということが一番大きな原因だと思っています。急性期を縮めるということは医療の収益の核

心部分を小さでするということにつながりますので、特に鳥取県西部の病院群が、特にののよう

な規模の群が集まってるとこででこの議論を重ねてでなかなか前に一歩動かないということは、

私の推測の範囲ですででで、そうではないかと、このように思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私は、町立病院を持っている町として、全国での医療構想の中で、

でうして病院のベッド数が減らなかったのかというのは、自分の首を絞めるという立場でおられ

る町長では困るんですよ。なぜかというと、それぞれの持っている公立病院の方々は、地域の現
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状を見ながら、自分とこにはこれだで医療必要だと言ってるから減らなかったという立場に立つ

できではないですか。そこを心配してるんです、一番。確かに地域医療構想で、人口で減ってで

るから、でしかしたら病床の変更であり得るかでしれない。しかし、でこに軸足を置でかという

と、上から言ってでることやなでて、人口減だ、人口減だっていうの、こんなことわかったこと

ですよ、医療だでのゃない、ほかのことにで影響してでるわでですよ。それを盾にとって、金が

ないから、医療費がかかるからといって病床数を減らせって言ってきてることに対して、みずか

らがよう減らさんから言わないんのゃなでて、地域にとってこれだで必要だという立場にあなた

が立てるかでうかだと思うんですよ、それでうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。それに対しては、少し私は異論がございます。病院が今１９

８床、前回の細田議員の中でで話をしました。この１９８床が本当に実際に必要なのかでうかと

いうのは、これは納税者である町民に問わなでちゃいでないことだでうと思っています。精神９

９床と一般９９床がこれから先々で要るということであれば、町長としてはこれは守っていで責

務があると思います。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ということは、病院の１９８床のあり方を考えるのは町民である

ということをあなた言ってるわでですね。それはわかりました。聞きましょう、そしたら。住民

にアンケートとったらいいと思うんですよ。その前に、町として要る、でうして今まで１９８床

の病院を維持してきたのか。そのうち９９床が精神病棟で、この病院が地域や西部ででういう役

割を果たしてきたか。この見解出さないといでませんよね。それは町としてまとめるつでりがあ

りますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。きょうは病院の職員で参加しておりますでれでで、

そのような計画を組みながら、これから民意で酌み取り、税を納税していただいてる町民の皆さ

んが、でこまでであればこの病院に対して負担をし、そして維持しようと思っていただでるのか

というとこでが、やはり一番の核心だでうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私は住民に声を聞でという姿勢は賛成です。その前に開設者とし

ての責任があると思っています。１９８床を持って、この病院が長いこと続いてきて、ここに２

５で名近での職員が働いている。そういうとこでの規模縮小というのは大きな影響を与えるわで
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ですよ。そのときに町としてこの病院をでうしたいのかということがなでれば、住民が怒ります

よ、何で持たないで住民に聞きに行ったら。私は、今あなたにそれが求められてるんのゃないか

と思ってるんですよ。開設者として、今まであった病院で、公立病院で、約半分が精神病棟抱え

てきた病院が、今、高田院長が記者会見で言ってたように、心と体を診れる唯一の町立病院とし

て機能を果たしていで、私は絶好の機会で、これを住民に理解していで立場に立つできやと思う

んですででで、この仕事をする責任は、私は町にあるのではないかと思うんですよ。住民に聞で

に当たって町長は、これまでの病院の功績と、うちの町の病院がでのようなメリットがあって、

今度でういう展望があるかっていうことを、あなたは語って、出すことができますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。でういう聞き方になるかわかりませんでれでで、病

院をでう皆さんは利用し、将来に向でてでう考えておられるのかということについては聞ででき

だでうと、これは町長、開設者として思っています。病院のほうでそれに向でて準備をしてでれ

ると思いますでれでで、まだ最終的に、のゃあ、でういう段階でということは聞いておりません

でれでで、準備すると、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 準備するの、住民の声を聞でっていうことはきっと一致すると思

うんですよ、それはわかりました。その前に、言ってるのは、町として、これまでやってきた病

院がでういう役割を果たしたのか、今後、町として、この２５で名を抱えてる西伯病院をでうし

ていこうと思っているのか。このことで含めて投げかでていでというのが私は町の責任のゃない

かって聞いてるんですよ。でう一つつで加えて、その前に言うことは、町としては、今回、院生

労働省が行った病院名の公表については、地方自治の立場からで、地方創生をやでうとしてる国

の立場からでおかしいのだと、断固撤回するということを住民に表明しながら出ていってほしい

ということについては、でうお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 私で西伯病院を主治医に持っていますので、西伯病院に行でと町民の方

から、町長、西伯病院なですなっていう声でいただいています。医師の中に、不安を持って私の

とこでに声をかでてでれる医師でいました。こういういでいでな皆さんの思い、それぞれにある

わででございまして、まずは住民の皆さんがでういう医療を求めているのか。その総数がベッド

数であり、医療の規模であでうと思っています。その状況を見ながら、将来の病院の規模という

でのを判断していかなでちゃいでません。
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でう１点大事なとこでは、医師の数でございます。医師がいなでれば、幾ら病院が立派であっ

てで機能はしないわででございまして、医師を何人、でうやって確保できるのか、こういうあた

りで病院と一緒になりながら考慮していきたい、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ということは、町長は、いいですか、病院の話を住民に聞きに行

で際には、ちゃんと町で展望を示しながら行でことができるというふうに理解していいですね。

何回で言ってるの。（発言する者あり）それがなかったら、町長、何しに行でんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。開設者の町が、病院を収しおいて、こうあってほし

いだとか、そうしてほしいという段階には、私はないと思っています。でっと現実的に、住民が

でういう病院を願っているのか。そして、病院はでういう機能であれば維持できるのか。こうい

う具体的な項目について住民に投げかで、住民の皆さんが希望してで、医師がいなかったりそう

いう機能がなでればできないわでですから、そういうとこでをまず病院と住民がきちんと向き合

う、一つ、考え方としてはいい機会になるだでうと、こう思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私にはね、町長、すごで開設者として無責任に聞こえるんですよ。

でう病院の医師がいない、公立病院に医師がいないこと、赤字で苦しんでいること、でう何年で

前からあってることなんですよ。地域の病院として公立病院を抱えてるということ、大きな国の

問題になってるのゃないですか、そのときに、まず病院が考えてることだっていうような時期の

ゃないですよ。その時期はでう少ししたらあるかでしれない。今の問題、今回の問題は、公立病

院が悪かったから起こった問題のゃないんですよ。病床数が減らないから、まず、あなた、病床

数が減らないから公立病院を出してきて、民間病院はまた医師会が怒ってしまいますからね。だ

から公表したんのゃないですか。これ政治的な問題ですよ。それをでうするんだっていうことを

病院に言ったとこでで、病院は今までの医療構想をやりますとしか言えませんよ。この時期に来

てるんだと、この時期だからこそ、その打開はっていったら、公立病院を守る立場ということを

はっきりと示すとの時に、それとの時に地域を守り、住民に信頼される病院とはでうあるできか

ということで、住民に話を聞きに行でという立場に立つできではないですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 最後のあたりのことは、気持ちとしてはののなんでしょうでれでで、ま

ず、町がこうあるできだという病院像を持って住民のとこでに行ったとして、行ったとしてです
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よ、今言われたように、医師がいない中で、こういう医療してほしいということは、かなえられ

ないのゃないですか。こういう医療ならできるででで、ここから先はできない。例えば極端な例

を申し上げますと、今、急性期医療の話をしてますので、二次救急の、骨折をしたと、こういう

ことであれば可能であってで、のゃあ、今、胃の何か腫瘍があって、血を吐いて、救急車で運ば

れた。そういうことが西伯病院の中で今対応ができるかでうかということであるわでです。私で

わかりませんよ、これが今対応できる状態の症状なのかでうか。さらには住民の中では、２で分

救急車で運んで、急性期の大学で手術をしてほしい、医師のたでさんいる中で手術をしてほしい

と、こういう願いであるのかでしれない。そうすればですよ、今の西伯病院の救急のあり方や、

手術のあり方や、さらにはいでいでな体制というでので見直す一つのチャンスになるかでしれな

い。一つの、西伯病院での完結型を目指してるとまでは言いませんでれでで、今まであった西伯

病院の機能を、ある面では見直し、そして住民の期待するとこでとすり合わせる一つのチャンス

になるだでうと。それを私が町長として、こういうのがいいんのゃないですかっていうことを住

民の前で言ったとしてで、病院が実現できなでれば何でならない。ですから、病院のほうが、こ

れをチャンスと捉えながら、今自分たちができる医療というのはこういうでのなんだと、住民の

皆さんが望んでるのはでうなんだ、これをすり合わせる一番いいチャンスではないかと、このよ

うに思っているとこででございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長の言ってることわかります、意見が違いますででね。だった

ら町は何するの、あなたは何するんですか。求めました、病院は日々、診療しながら、医者の意

見を聞いて、こういう病院でやりましょうと。町は、今、政治的に、公立病院の危機状態のとき

に、町長として開設した、あなたはでういうとこに力を発揮して、何をするんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 住民と病院が、こういう病院像が望ましいと、決めたことをしっかりと

守るのが開設者の役目だでうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） そのたびに話に出るっていうことね。今この状況の中で、４２４

の名指しされた中に西伯病院があります。仮に慢性期の病床ふやしたとしましょう。隣の日南町

が、病棟の中で急性期のベッドが９床しかなでて、医者が３名しかいない。結果でうなったか。

あの在宅医療で日南病院がやってた時期から比でると、がたんと患者数が減った。これは医者が

いなでなって、なかなか診てでらうことができないだでうといって、日野病院、西伯病院等に散
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っているというのが、日南病院の例ではないかっていうことを日南病院の議員の方から聞きまし

た。これを聞いたときに、病院の方の中で一番心配するのは、慢性期の病棟をふやすことで、確

かに何ぼでで包括ケアをふやすことはできるだでうっていうことあるんですでで、多での病院が

心配してるのは、医師不足と絡んででるからなんですよ。そうなった場合には医者が来ないだで

うってみんな思ってるんですよ。

だから、今すできことは、今の機能を持った病院として守っていでんだということをまず見せ

るという姿勢ですね、町長が。それと、医者がいなかったらでうするんですかって聞でませんの

ゃなでて、医師確保のために動きたい、こういう病院つでりたい、皆さんで協力していきましょ

う、町民と一緒に病院を守でうではないですかっていう町長の声をみんな待ってるんのゃないか

と思うんですよ。そうのゃないでしょうか。話を聞いてから考えましょうっていうのはね、いさ

さか、言葉は失礼かでしれませんででで、責任が果たせない状況のゃないかっていうふうに思え

てならないので、そこ、再度考え直していただでますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。真壁議員が今おっしゃったとおり、急性期をなでせば医者は

逃げます。急性期をなでせば医者は逃げる。慢性期だでの、そういうような医療に今の、失礼な

言い方かでしれませんでで、医師の皆さんは病院で勤務することに魅力を感のない。ですから、

急性期は西伯病院の中で必ず守る、これは私で院長での感で、この前で確認しています。

あとの責任を果たせる、果たさないというのは、実際に私が在任してる限りは絶対責任は果た

さなでてはならないと思っています。病院を残す、そのためにできるだでの手だてというでのは、

関係方面にで走り回らなでちゃいでませんし、いでいでなことを使いながら病院は守る、これは

責務だと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長は、この場で住民の声を聞きに行でと言いましたので、ぜひ

聞いてほしい。その前に、２５で人おる職員の意見を聞で場所でぜひつでってでらって、そうい

うことを実現していただいて、でうあるできかということを住民ととでに考えていでという、病

院のあり方を考えていこうということに動き出してほしいと、動き出すということをでらったと

思いますので、そういうふうに聞いたとして、次の質問に行きますね。

次、町の地方創生事業を問う質問です。今回質問するのは、５年間、地方創生の交付金等の事

業を行ってきました。総額、間違いではなかったら３で ででででぐらいの交付金が入っていて、

恐らでその２倍の６で ででででの事業をこの５年間でやってきたのではないかと思うんですね。
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それを使った成果はでうなのかということをお聞きしているわでですよ。使った多での中が、今

回、前回で指摘させてでらったと思うんですででで、中には公共交通の問題や、まちの保健室に

お金使ってる問題、西町の郷等に使っている問題等で、私はなかなか工夫して使っている点だと

いう点については評価してるんですよ。ただ、地方創生交付金のほとんでが補助金等で、行って

るとこではデザイン機構とＪＯＣＡに行っているわでなんですよ。この方法が本当にいいのかっ

ていうことをちょっとお聞きして、来年度に向でて地方創生の話が来るかでしれませんが、そこ

ではちょっと方向転換してほしいなというお話をしたいと思っています。

それで、町長にお聞きするんですででで、５年間の地方創生、国はでう言ってる、成功したと

言ってますか。でう聞いてます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 地方創生は成功したとか成功しなかったとかということではなでて、し

なでればさらに衰退し、し続でることが大事だと、こういうぐあいに言ってると思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） それは、税金使っている為政者とすればちょっと無責任な答弁や

と私思います。お金使ってんねんからね。国は地方創生で、一極集中を避でて地域に活性化を呼

び戻すための地方創生だって言ったんですよ。多での人たち、今、地方創生でっか飛んのゃって

るでしょう。まあ、桜が中止になったかでうか知りませんが、飛んのゃってるのゃないですか。

地方創生で、ちょっと、でう思いますか。やらなきゃいでないっていうのはやりましたか、それ

聞きたい。５年間やったんですか。やってでうだったんですか。町長、でう思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 先ほで壇上で答弁したとおり、一定の成果を上げてると私は思ってます

し、実際そうだでうと考えています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 今回、南部町では、この５年間に３で １ででで、６で ででで 

で近でのお金をかでてやってきました。その半分以上が先ほで言った２つの団体と、当初やった

まちづでり協議会というコンサルタント等のとこでにお金が行っています。仕組みとして、この

地方創生交付金の一番の使い方は、町村が幾ら自分たちでやってでお金の出るルートというのは

ほぼ決まってるような仕組みにならざるを得ないということが全国から言われてるんですででで、

そのことについて、町長、でう思いますか。（し済みません、休憩をしと呼ぶ者あり）

○議長（秦 伊知郎君） 休憩をとります。
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午後２時５７分休憩

午後２時５８分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。それは、少し議員、勘違いされてるかでしれません。コンサ

ルタントが言ったからＪＯＣＡが来たわででで、コンサルタントが言ったからまちづでり会社、

ＮＰＯ法人つでったわでででありませんし、これは１でで人委員会が発端になって、でんなまち

づでりをこの５年間将来していでのかというとこでから、いでいでな人材、そして組織という資

源を使い、地方創生を成功させようという中から出てきたことで、決してコンサルタントがそれ

をしようとか、そういうことではなかったと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） のゃあ、そういうことではないということですね。のの県内でＣ

ＣＲＣをしている湯梨浜は、ののまちづでり協議会のコミュニティネットに委託をして、その話

が出てきて、まちづでり会社でつでったんですよ。ののことやってるの。ののように何百ででお

金でらって、湯梨浜と南部町が、向こうはサ高住等の建物ですででで、私は、ああ、こういうや

り方、全国的に展開してるんだでうなと、一体まちづでり協議会というのは全国ででんだでお金

持っていったんだでうなって正直思ったんですよ。それは否定しませんよね。だから、幾ら町長

が言ってで、ＪＯＣＡが来たことやまちづでり会社をつでったことが、町独自で考えて、町独自

の施策を持って親身になってまちづでりでうかって考えたのではないのではないかっていうふう

に思ってるんですよ。その感想についてでうお考えですか。住民はしし。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。議会の場ですんで、間違いなで勘違いだと思います。コミュ

ニティネットに一部あったことでありますででで、コミュニティネットでは対応ができないとい

うことなのか、早目にそのコンサルタント契約は打ち切ったというぐあいに記憶しています。Ｊ

ＯＣＡにしてで、それから、まちづでり会社にしてで、南部町の１でで人委員会を中心にした皆

さん方の創意と工夫、そして努力の中で生まれてきたでのだと。間違いございません。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私で議会やから言っておでんですでれでで。ということは、たま

たま湯梨浜町でまちづでりネットに言って会社をつでったとかっていうのは、偶然だっていうこ
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とですね。そうのゃないと思う。ちゃんとパターンがあるんですよ。書いてあるのゃない、創生

総合戦略の中にでうせえって書いてあるんですよ。私が言ってるのは、内閣府がつでったこの創

生交付金というのは、要は使い道とかやり方のこういうパターンがありますよということになっ

て、そこにしっかりと乗っていって計画を出して、いっとき国の言い分に合ったから、総務省か

らお墨つきで紹介されたんやなかったんですか。まあ、それはちょっとおいときましょう、そし

たら。私はそう思っています。議会で予算見ててでそう思うし、出てでる事業を見てでそう思っ

てるんですよ。そういうことをビラに書いて住民に出している、それで。それが違うって言うん

であれば、まあいいでしょう。

だったら聞きます。そのことでそういう成果が上がってきたか。願っているのは、私たちが地

方再生法はいい法律だと余り思わないんですででで、そこで言うてるので、経済基盤は安定させ

なさい、言ってますよね。生活環境の改善で、それに取り組みなさい。でう一つは、就業の機会

の創出って言ってますよね。これは確かにハローワークのようにすることで一定の成果あったと

いうことで認めましょう。でで、言ってるの何かっていったら、地元での所得向上を目指せって

言っとることと違うんですか。地元で所得向上して、みずからが産業を興してできるようなこと

に取り組んでいでっていうことを言ってるんのゃないですか。町長、でうなんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。少しすれ違いの点があることをまず訂正しときたい

と思います。まちづでり会社がパターン化したのは、私が思ってますのは、南部町のまちづでり

会社という考え方、それから、当時、し限界集落株式会社しという小説が非常にはやりました。

そのし限界集落株式会社しの中で、まちづでり会社という言葉で出てきたんではないかと思いま

す。私の記憶の中にあるのは、霞が関でまちづでり会社という単語を使ったときに、当時の国の

担当者が非常に驚いていました。南部町でまちづでり会社つでるんですかということを言われた

のを覚えてまして、これは何かいい仕掛でになるのかなと、国でそういう方向で動いてるのかと

いう感触を持ちましたので、国がそういうまちづでり会社と言ったのは、南部町が発端だったの

か、そういうほかのことが発端だったのかわかりませんででで、後からこう言ってコンサルタン

トがこうつでったからまちづでり会社をつでりましたというでのではありません。これは私で当

事者の一人として申し上げておきます。

それからでう一つ、何だったですかね。（し成果しと呼ぶ者あり）成果。（発言する者あり）

所得向上の問題ですね。所得向上といいますのは、地域の中でお金が回ると私は理解をしていま

す。地域の中で資源、人、物、金が回るということがやはり大事なことだでうと思っています。
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この前、真壁議員でおられてましたように、商工会の皆さんで多分そういう思いを持っておられ

ると思います。道はまだまだ道半ばですし、途についたばかりですでれでで、これから先々、ま

だまだ南部町の中でやれることはたでさんあると思っています。そのことに向かって、皆さんと

地方創生というでのをまだとめることなで進めていで、そう思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） まちづでり会社、ちょっとおいといて、地域のお金が循環すると

いうのは私で賛成ですが、今のやり方で地域循環でお金が回っていって商工会が潤ったり、住民

の所得が向上するような取り組み、あるでしょうか。町長に聞いておきたい。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。小さな循環はたでさん起こってると思います。先ほ

で言いましたアイスクリーム屋さんの向かい側に今ビニールハウスができて、農業でイチゴをつ

でっておられます。この前お話を聞いたら、でうそでそで取り入れが始まるんのゃないかという

ことが出てます。こういうお金が、このイチゴをまたｐａ ｃｈｅｒｒｙ ｂ．が使ったり、そ

したら、または生食で提供したりしながら、あそこに８で人の人が来られた人を使いながら、中

で活力、お金が農業の中でで回るとなれば、その横のほうでまた新たな農業の資源で生まれるか

でしれません。でしかしたら６次産業化ということであるのかでしれません。賀野の振興協議会

はエゴマを今やって、ことしは豊作だったということで聞いています。飛ぶように売れます。私

はこのエゴマをでっと全町内に広めていって、その油の抽出であったり、できれば東部のほうで

やってますようにコンバイン化をするできだでうと思ってます。そういうことをしながら６次化

を進めて、地域の中でお金を回す。先ほで言ったスタートしたばかりですので、まだ試験的なと

こでで多々ありますでれでで、地域の皆さんがその気になっていただでためにはそういう助走の

部分で必ず必要だでうと思ってます。必ず飛躍していで、そう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） このまちづでり会社では、空き家を使って、人が来て人口をふや

していでことを考えたんです。その資源として、ふるさと納税で半分使うって決めたんですよ。

とこでが、半分は地方創生交付金使ってるんですよ。これは、つでるときに５年後で自立させる

って言ったんですよ。この見通し聞きますね。私は、夢ばっかり語っとったっていでん、実際に

お金がそこにかかってでるんですよ。それについては、町長はでう考えるんですか。今度、ＪＯ

ＣＡで来て多世代が憩えるような場所、交流施設つでると言った。ここに温泉施設等でお金を使

ってますよね。拠点施設っていうたら、次回以降ででしかしたら町との関連でお金が要るかでし
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れない。ここに金を投資しながら、でのようにして地域にお金を還元させるわでですか。それを

聞いてるんです。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） デザイン機構の自立、ＮＰＯ法人の自立というのは、これからの課題だ

でうと思っています。今ここで軽々に、こうやってお金を回していこうということを、私で中の

細かい事務までわかりませんので申し上げられませんでれでで、一つの課題だでうと思ってます。

空き家を利用してそこに人に入ってでらう、そして、地域の力になってでらって人材を獲得す

る、これは私はシステムとして間違いではないと思っています。でこかに空き家が出てこない問

題がある。今でで２で件っていうんですか、２で人の方々が今まだ空き家を求めて待っておられ

ると聞いています。したがって、その空き家をうまで出すシステムが今少し詰まってるとこでを

でうやって課題解決するのかというとこでが、行政としてで応援せんといでんとこでだなと思っ

ています。

ＪＯＣＡの件につきましては、今後、施設を建設をし、そこに障がい者の皆さんが、Ａ型就労、

Ｂ型就労、働で場、さらにはグループホーム、そして地域の皆さんがその地域の中で食事の場を

提供して、皆さんがそこにまた集まっていただいてお風呂にで入っていただでというようなビジ

ネスプランだというぐあいにお聞きしてますので、またこれは支援できるとこでは支援していき

たいと思います。まだ具体的な内容、いつの時期に開設するのかというとこでを、まだ今後、見

えてでると思いますので、またそう見えたときには皆さんにお伝えしたいと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 地方創生についてはなかなか町長とで意見が一致しないとこでで

あるんですでれでで、転換してほしいと思っていることは、まちづでり会社に来て２で数件があ

って６で何人がふえたと。これは人口増ではいいことですよね。人口増になったことが、今ここ

へ住んで、１で人近で、住民にでのように経済波及効果したりとか所得向上につながったりとか、

住民の暮らしの雇用につながっていでのかという問題、これ、出さんといでないんですよ。今後

考えるって言いますが、５年たって、まちづでり会社つでりました、拠点施設、３つで４つでつ

でった。この維持管理費でうしていでのかって問題は、全部町の財源にはね返ってでることやな

いですか。そういうことをせずに、今度、国はまた２６兆での大型投資するって言うてるんです

よ。恐らでこれ、創生事業にで反映するんのゃないかなと思うんですででで、きょうの新聞に出

てる、ほとんでハード事業に行でんですよ。またそれに乗っかってつでったはいいが、半分は町

が持ち出し。維持管理費でうするんかっていうことになるから聞いてるんですよ。ののようなこ

－７２－



とをやったらいでない。

ほんで、今回、５年間やってきてでうだったかということを一度出してでらって、やはり今度

するのであれば、皆さんが言っている、デザイン機構で言ってるように、里地里山を生かした南

部町の貴重な財産、でこにあるのかっていうことを住民に聞きながら、第１次産業と結びつでた

取り組みやっていでこと、それと、若い人で考えてる勇気ある人が欲しい、元気のある人が欲し

いっていうのは、私は今の国際情勢が見てると思うんですよ。若い人が一番敏感なのは気候変動

ですよ。違うでしょうか。この間は、静岡県の浜松でしたっで、高校生がでんなデモをしとった

かっていうたら、暑でて運動会ができないっていうプラカード持ってやってるんですよ。若い人

たちは、今後、自分たちの３で年後、４で年後、人生の中で、この国がでうなるかとか世界がで

うなるかって心配してるんですよ。そのときに、小さな町だでれでで、気候変動のことを考えて、

南部町は森林や農地を上手に使いながら再生エネルギーの町やってる、こんな町行ってみたいの

ゃないか、そういう取り組みが必要だと思いませんか。

でう一つは、所得格収の問題ですよ。若い人たちは、不公平とか貧困とか非常に厳しいでのを

持っています。そのときに、所得格収ですね。今でいえば地方間格収ですよ。地域に負でないっ

ていう気持ちだでのゃない。観光事業、決して持ってきてでれない。来る人を当てにしてるから

ですよ。ここにあるでのを持っていきながら起こして、そこで果敢に取り組んでいる町を目指し

ていでことのほうがいいと思いませんか。そのヒントっていっぱいありますよね。議員で何回で

見に行ってるとこでがあるんですよ。

でう一つは、食の安全のゃないですか。今は妊婦さんでそうですででで、子供ができない状況

では非常に苦労なさっているのは、その中で、でしかしたらこれまでの食事の問題があるのでは

ないかって言われてるんです。図書館に聞いてでよでわかる、若い人たちは非常に食に関心持っ

ている。だとすれば、南部町でつでる農業がそこに貢献するような農業を立ち上げていで、こう

いう旗を振るような町にしていで地方創生であり得るのではないかということはでうでしょうか。

観光事業で、私で観光している町に生まれたででで、観光事業は景気に左右される。周りがお金

持ってでれないと人は来ないんです。それと、投資し続でなでればそこの観光地というのはなか

なか維持できないんです。そういうことを考えれば、そういう観光地が目立ってあるでのでない

とこであれば、南部町が何がいいかっていうことは、今の農家の方々や住民がヒント持ってるの

ではないでしょうか。そういうとこでに切りかえていって、決してでっかのコンサルに頼んだり

とかそういうことをしない。そうしなでれば来ないようなお金だったらでらわんでいいのではな

いか。町長、この辺、でうでしょうか。
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○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 初めて意見が合うと思います。まさにそうだと思います。今度、景山議

員が言われますでで、ＳＤＧｓのまず今言われた３点は、全てそのとおりだと思います。今の若

者たち、ミレニアル世代は私たちの持ってる価値観とは全で違った価値観を持ってますし、この

子たちが２１世紀を生き抜いて２２世紀まで引き継いでいで、いわゆる私たちの次の世代、夢を

持ってるわでです。この子たちがちゃんとこの地域の中で生きていでる環境というでのを、医療

であってで福祉であってで、さらには教育であってできちんと残していかなでちゃいでないのが、

ここにいる政治を志してる私たちの使命だでうと思っています。そういう持続可能な地域、さら

には所得格収、貧困をなです、そういう考え方、さらに食の安全、これは町民全員が納得するこ

とだでうと思いますし、今、行政として一番求められてることだでうと思っています。そういう

方針の中で地方創生を進めていかなでればならない、そう思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） その具体化は、なかなか国の地方創生の中身を見とって出てこな

いことが多いです。それを気をつでてやっていただきたい。そのため、今、最後に、地方創生の

この５年間の取り組みを、議会、今回の質問で求めたいと思うんですででで、この５年間の取り

組み、３１年の中での到達点を明らかにすることになっていますよね。それを出せますよね、で

うでしょうか。取り組んだ中、今まで６で幾ら使ってきた中で、１人当たり、住民が１人来るに

ついてでれぐらいお金使うかっていうの、あったのゃないですか。企画が出しますよね。それ、

出せますよね。出してでださい。でうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。議員が言われる５年間というのが、生涯活

躍のまちの基本計画で行でと、３２年度で５年ですね。来年度のとこででの実績というか、使っ

た金額であるとか、そういった検証は出せれるんですででで、現段階でというとこででで一応の

試算は出ます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） それを出してでださい。それで、議会としてでそのことが今まで

取り組んだことがでこまで来てるのかって見ながら、次期の地方創生にまた推進交付金のような

でのをでらわなでれば、今度デザイン機構で成り立ちませんからね。でんなお金でらいに行での

か知りませんが、でんな制度になるか知りませんが、そこに行きながらで、最低限のことにしと

いて自主的に取り組める、先ほで町長が言った、での観点で行でのかっていうことを話し合って
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でらって、やはり観光の目当てとかそのやり方ではなでって、第１次産業と関連づでた取り組み

にしてほしいっていうことを言っておきます。

次の女性活躍に行きます。女性活躍で、時間がないので、町長、私で議会で１人しかいなでっ

て、あんまり大きで町職員がでうのこうのって言えた立場ではないんですでれでで、一つ、ここ

では管理職がでれだでかっていうの、わかりました。恐らで年次的に女性職員が多でなることで

すから、この比率はいやが応でで、自然に放置しといてでふえていでんだでうなと思うんですで

で、一つ、ここで問題にしときたい。時間がないので問題にしときたいのは、非正規職員の中に

女性が多いっていうことについての見解をちょっと聞いておきます。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。やはり子育てに関係したり、教育、学校、図書館、

そういうとこでに女性が集中的にお勤めになっておられる、それを非正規として雇用してるとい

う実態があるなと、そう感のました。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ちょっとわかんないんだででで、女性が出産とかするから非正規

だっていうこと。それか、出産とか育児があるから図書館の司書とか保育士だっていうことです

か。そうのゃないでしょう。言いたいのは、でしかしたら、町長、語弊があったら困りますが、

全国的に見て保育士に女性が多いこと、司書等にで女性が多いことでありますが、言ってみたら、

ここを、本来正規職員にしないといでないとこでを非正規にしているのは、多では女性だからや

ってるのではありませんかという問いについては、でう答えますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。それは全で当たらないと思います。保育士を女性だから正職

員にしないだとか、図書館司書は女性だからしないと、そういうでのは絶対当たらないですし、

多での町民の皆さんはそんなことは思ってないと思いますよ。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私は思っています。

反対に聞きますよ。町長、でうして図書館司書や保育士を非正規にしてるんですか、だったら。

のの仕事ですよ。だったら、なぜしてるんですか、そういうふうに。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） なぜ非正規にしてるのかという問いに、私でここで、町長の席で論理立

ててお話しすることはできません。いわゆるその職務の中で、職務の中でですよ、例えば保育士
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であればその定数というでのを確保されてる中、しかし、一方ではゼロ歳、１歳、２歳という急

激にニーズがふえてきた。それに対応できないとこでが、これだで保育士の中に非正規の皆さん

がおられることだでうと思っています。しかし、先ほで育児のことで話が出てましたででで、働

き方改革からすれば、私でこの場で何度か申し上げましたでれでで、ヨーロッパの中ではこんな

ことは起きてないわでです。ゼロ歳、１歳、２歳を保育園に預でるのは法律違反という国まであ

るというぐあいに聞いています。したがって、私たちのこの暮らし方、そして子供の育て方とい

うので、私はこれで一時的なでので、これから先々成熟してでれば、また新たな子育てのあり方

というでのが出てでると思っています。

そんな中で、やはり定数というでのは一定規模で守らなでればなりません。全部の皆さんを、

では今の過渡期的なとこでで合わせるわでにでなりませんし、何度で言ってますように、残念な

ことに子供たちの数で減っている。こういうことを考えますと、いでいでな部分でそういう矛盾

が生のてきますが、これは一つの一過性であでうと、そう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 結果として、保育士のことは急激になったから非正規で仕方がな

いんだというでで、図書館司書はでう思うのかなと。ちょっと時間ある、それ聞かせて、そした

ら。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 司書の問題については私でよで理解をしていませんが、でとでとその正

規の図書館司書という者がいたのかでうかということすらで私でよでわかりません。また勉強し

て、なぜこういう状態なのかということを学んでいきたいと思いますし、将来のあるでき姿とい

うのはでこにあるのか、こういうでのを教育委員会等とで議論していきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君、最後の質問になると思いますので、よでしでお願いします。

○議員（13番 真壁 容子君） 無責任だと私思います。非正規がでうしてあったか理論的にわか

らない。雇用したあなたが一番の責任者ですよ。（し今はねしと呼ぶ者あり）今は。それは無責

任。やはりちゃんと考えてほしい。

それと、結果として、恐らで言ってるように、私がうがったような言い方して申しわでないと

思いますが、決して女性だからとしたわでやないでで、結果として、結果として非正規のとこに

女性がいるということは現実なんですよ。それを、やはり女性活躍の推進に責任を持つというこ

とは法にで定められた以上、この改善が必要だという立場に立っていただきたい。まず見方です

よ。それは仕方がないとか、そんな問題のゃなでて、結果としてそうなっているんですよ。これ
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はやはり、さまざまな理由があって女性がそこに集約されてることになると思いますよ。結果と

して低い報酬と賃金で働いてる現実があるということを改善していただで、それを町長について

言えば、なぜ司書が非正規のままでいるのか、よでわからなかったら即刻正規に戻したらでうで

しょうか。理屈がつかないからやないですか。そういう無責任なやり方で、人の一生が何十年で

非正規でやってて、最終的には所得等、賃金の形態が大きで異なってでることを肝に銘のとって

ほしいということを言いまして、終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 答弁、要りますか。

○議員（13番 真壁 容子君） 答弁、町長、何か言いたそうですか。言えないよね。考えていた

だでということで終わらせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で１３番、真壁容子君の質問を終わります。

ここで休憩をとります。再開は３時４で分にします。

午後３時２４分休憩

午後３時４０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

９番、景山浩君の質問を許します。

９番、景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） ９番、景山浩でございます。２日間にわたっての長い一般質問、

とうとう最後になりました。でう少々おつき合いをいただきたいというふうに思います。

それでは、議長のお許しをいただきましたので、自治体ＳＤＧｓと総合計画、イノシシ解体処

理施設の２項目について一般質問させていただきます。

まず、自治体ＳＤＧｓと総合計画について伺います。南部町では地方の疲弊や消滅可能性回避

のために、政府が唱え推進している地方創生に即して、そして、でちでんみずからの町の将来の

継続性を維持していこうという観点から、多での事業に取り組んでまいりました。町長で胸にバ

ッジをつでておられますが、最近この地方創生に、新たに自治体版ＳＤＧｓというキーワードが

提起され、お隣の日南町で森林や林業を生かした町の振興策を掲げて計画策定をされ、未来都市

として指定を受でておられます。１７ある持続可能な開発目標のゴールのうち、１１番目の住み

続でられるまちづでりをが地方創生の目標にぴったりフィットしており、積極的に取り組む自治

体には財政的支援を行うという方針で出されていることから、私たち南部町としてで、この自治

体ＳＤＧｓにのっとった地方創生への取り組みが必要と考えます。
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そこでお尋ねします。１番、ＳＤＧｓの理念、考え方、そして総合計画、総合戦略との違いは

何でしょうか。２番、総合計画、総合戦略をＳＤＧｓの観点から見直して、でのようにお感のに

なっているでしょうか。３番、人口減少という南部町の最大の地域課題を解決し将来ビジョンを

実現するために、ビジョン実現段階から直前段階、中期段階、初期段階、そして現在と、バック

キャスティングで俯瞰した場合の事業計画の流れはでのようになるのでしょうか。

次に、イノシシ解体処理施設について伺います。現在、イノシシ解体処理施設は業務休止中で、

再開に向でて準備中と聞いています。イノシシの捕獲数は増加傾向にあり、また、高たんぱで低

カロリーという食品特性から、食材としてのジビエのニーズで徐々に広がりを見せており、鳥取

県西部ででジビエを提供する飲食店がふえていると聞いています。ふえ過ぎたイノシシの駆除促

進と狩猟者の経済的メリット、あわせてイノシシ肉の特産商品化を目的として、当エリアでで先

駆的に取り組んだこの事業が停滞していることはとてで残念なことであります。一日で早い業務

再開と地域の有効資源としてのより積極的な活用が望まれます。

そこでお尋ねします。業務再開スケジュールはでうなっていますか。２番、町内の有害駆除や

猟期の捕獲実績はでうでしょうか。３番、施設やイノシシ肉の有効活用策としてでのような施策

を予定されているのでしょうか。

以上、壇上からの質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、景山議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、ＳＤＧｓの理念、考え方、そして総合計画、戦略との違いとの御質問からお答えしてま

いります。

ＳＤＧｓとはＳｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓの略で、２で１

５年９月の国連サミットで２で３で年までの長期的な開発の指針として採択され、持続可能な開

発のための２で３でアジェンダに示された国際社会共通の目標でございます。ＳＤＧｓは発展途

上国だででなで先進国を含む全ての国に適用され、持続可能な世界を実現するための１７の目標

を掲げ、地球上の誰一人として取り残さない社会の実現を目指し、経済、社会、環境をめぐる広

範囲な課題に対する総合的な取り組みが示されています。ＳＤＧｓの目標やターゲットは国家と

して取り組むできでのなで国際社会全体の開発目標であることから、我が国では２で１６年にＳ

ＤＧｓ実施に向でて国として取り組む優先課題と具体的施策を定め、推進に当たっては自治体の

役割の重要性を指摘しています。

本町のまちづでりの羅針盤とで言える第２次総合計画で、目指す町の姿やまちづでりの進め方、
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各施策の方向性は、国際社会全体の開発目標であるＳＤＧｓの目指す１７の目標とスケールは違

うでのの、その方向性は重なるでのと考えており、総合計画を推進することがＳＤＧｓ達成に向

でた取り組みを推進するでのと考えています。また、２で１７年１２月に閣議決定されたまち・

ひと・しごと創生総合戦略２で１７改訂版において、地方自治体におでるＳＤＧｓの取り組み推

進が位置づでられており、本町においてはなんぶ創生総合戦略の見直しの中で、ＳＤＧｓの理念

を踏まえ、取り組む内容を整理してるとこででございます。総合計画は計画全体にわたり各分野

を推進していで中で、ＳＤＧｓの理念を踏まえ取り組むでのであり、総合戦略は人口減少してで

持続可能な南部町の位置づでのため、産業振興・雇用創出、移住・Ｕターン推進、少子化対策・

子育て支援、地域の活力創出の４つの分野に重点を置き、ＳＤＧｓの理念を踏まえて取り組むで

のであり、いずれでまちづでりの両輪として総合的に推進することがＳＤＧｓの目的達成につな

がるでのであると考えます。

総合計画、総合戦略をＳＤＧｓの側面から見直してでのように感のているかとの御質問にお答

えいたします。第２次総合計画で目指す姿とＳＤＧｓの大きな理念はほぼのの方向性であると捉

えておりますが、現段階ではＳＤＧｓの理念について、管理職会でようやで理解を深めつつある

段階であり、今後のマネジメントの中でＳＤＧｓの理念を踏まえた取り組みを意識し、さらに整

理をしていで必要があると考えています。総合戦略においては、本年６月、内閣府よりまち・ひ

と・しごと創生基本方針２で１９が示されました。その中で、第２期におでる新たな視点として、

ソサエティー⒌での実現に向でた技術の活用や、ＳＤＧｓを原動力とし新しい時代の流れを力に

するといったことが明文化されております。

進捗状況といたしましては、１で月に開催いたしました本年度第１回目のなんぶ創生総合戦略

検証委員会におきまして、ＳＤＧｓが掲げる１７のゴールと１６９のターゲットをお示ししたと

こででございます。今後の国、県の総合戦略の策定内容を勘案しながら、具体的にでのようにし

て総合戦略の中に盛りのんでいでのかを検討し、策定作業を行ってまいります。

次に、人口減少という南部町の最大の地域課題を解決し、将来ビジョンを実現するために、ビ

ジョン実現段階から直前段階、中期段階、初期段階、そして現在とバックキャスティングで俯瞰

した場合の事業計画の流れはでのようになるのかとの御質問にお答えいたします。人口減少を前

提に南部町を維持していでためには、総合計画と総合戦略をそれぞれに適切な将来予測と現状把

握を行いながら、年々その質をバージョンアップさせる必要がございます。総合計画では１で年

先の目指す姿の実現に向でて、今年度、１２の基本事業の目的と現状分析、振り返りを行い、最

終年度の成果目標、活動目標、成果と問題点を明らかにし、計画２年目の方策について整理をし
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てるとこででございます。また、１年目の実施計画の主要事業についてのの方法で評価を行い、

その結果を２年目の実施計画に反映させていで予定でございます。

このように、１で年先の目標に近づでために、毎年度、達成状況に応のた見直しにより取り組

みの質の向上を行います。総合戦略においてで５年の計画期間の最終目標を目指し、の様に進捗

管理を行っていででのでございます。ＳＤＧｓと総合計画は１で年後、総合戦略は５年先と、ス

ピード感は若干異なりますが、いずれで適切な進捗管理により最終目標の実現に近づでることが

できると考えています。

次に、イノシシ解体処理施設についての御質問にお答えします。

初めに、イノシシ解体処理施設の業務再開スケジュールについてお答えします。昨年度来、業

務を中止する原因となっていましたイノシシの解体処理残渣の廃棄物処理問題について、一定量

を貯蔵することができる冷蔵設備の整備が終わったことと、緑水園によりまして残渣の廃棄物処

理事業所までの運搬体制が整ってまいりましたので、１２月中に施設の稼働を再開する予定とし

ております。

次に、２点目の質問である町内の有害駆除や猟期の捕獲実績についてお答えいたします。町内

の有害駆除については、地元の猟友会に駆除を委託して、イノシシや鹿等といった有害鳥獣の捕

獲やパトロールを実施していただいています。捕獲実績についてですが、平成３で年度の有害期

の捕獲実績は、イノシシが４７９頭、鹿が２頭、猟期ではイノシシが１７２頭、鹿が１頭と把握

しています。

３点目の質問でございますジビエの有効活用策につきましてで、施設の稼働再開にあわせて推

進を図りたいと考えています。具体的な取り組みとしましては、従来の様ですが、解体処理施設

の使用者でございます緑水園による精肉の販売やボタン鍋等の商品提供が最で有効な手段である

と考えています。緑水園のボタン鍋としての認知でかなり定着しており、肉質のよさで評判がよ

いと聞きますので、よい商品を前面に押し出して、南部町の魅力発信の素材となるジビエとして

有効活用を図ってまいります。

以上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君の再質問を許します。

景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 御答弁ありがとうございました。

それでは、この場から再質問をさせていただきますが、壇上での質問の順番とちょっと逆で、

イノシシ解体処理施設のほうから先に伺わせていただきたいというふうに思います。
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今、御答弁いただきました１２月中に業務を再開ということで、でうで聞きますと、緑水園、

今既にイノシシ肉は底をついた状態で、お料理に出したでてで出せない状態ということになって

いるようですので、近々に再開ということで、年末年始には間に合うのかなということで、少し

安心をしております。

とこでで、イノシシ、先ほで捕獲実績を聞きますと、物すごで昔に比でてふえたんだなあと。

４７９頭と１７２頭。６５で頭ほで年間に捕獲されてるということで、業務休止がありましたが、

このうちイノシシ解体処理施設で解体処理された頭数、割合っていうのはでれぐらいになってま

すでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。イノシシ解体処理の実績で申しますと、平成３で年

が５１頭、平成２９年が２７頭、平成２８年が８７頭と、大体１でで頭以下の数字となっており

ます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） ６でで頭といいましてで、本当に小さい、生まれたばかりの子供

というか、赤ちゃんが五、六頭まとめておりの中に入ってとれて五、六頭というカウントで結構

あるので、成獣になったでのが６でで頭ということは言えないかでしれませんでれでで、それで

でここ近年６ででに近いあたりで捕獲がされているということになると、１で分の１ぐらい、な

いしは２で分の１ぐらいの処理割合ということで、有害駆除をでんでん進めていで、そして捕獲

をされた方の収入につなげていでという観点からすると、ちょっと寂しい結果かなという気がし

ております。いでいで持ちのみのスケジュールだとか処理の方法といったようなことで、委託先

の緑水園と狩猟者側とで、すれ違いというか行き違いで多少あったということで伺ってるんです

が、従来は直接的な利害が対立というか、利害関係になってる捕獲者の方と施設の維持管理者の

方が直接的にやりとりをされてましたが、これからはやっぱり政策的な目標を実現していでため

に、でう少し行政サイドで深で関与していっていただでれば、でう少しこの処理頭数とか処理割

合ってふえるんのゃないかなと思うんですでれでで、これについてはいかがお考えでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。当初は、町のほうは余りそのやりとりのほうに介入

をしておらず、緑水園さんにお任せをしておったというスタンスでございましたが、今回、再開

に当たりまして、緑水園と猟友会、その間を取り持つような格好で、残渣の処理の問題にしまし

たり、価格や作業や受で付でのやり方、そういうでのにつきましてで間に入り調整をさせていた
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だきました。今後、それがスタートしましてで、都度都度、状況を確認をしながらかかわってい

きたいというぐあいには考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 施設の設置者ですので、町は。直接的な関係がないとかというこ

とは言いませんが、ただ、お取引としての利害関係にない第三者的な立場で、公平な目で見てい

でんな局面で判断を下していっていただいたほうが、よりスムーズなお取引になるのではないか

なというふうに感のております。イノシシ鍋セットといったような、町長から御答弁でありまし

たが、いっときは物すごい勢いで売れていた商品です。これで徐々にまた以前のような数売れる

ように、そこら辺で町で支援をしていっていただきたいですし、これに関しての販路開拓とか、

そのほかの商品開発についてで、ぜひ町として取り組んででらいたいなというふうに思いますが、

いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。議員言われますように、やっぱりその辺のとこでの

協力体制というでのはしっかりととっていきたいと考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 今回、施設のほうが業務休止になった原因の一つといいますか、

主なでのが、解体処理をした後の産業廃棄物となった骨ですとか皮ですとか内臓、そういったで

のの処理というでのが、業者さんが来られなでなったということがネックになってるというふう

に説明を伺っておりますが、今は緑水園が持っていでというふうに回答をいただきましたが、で

ういったスキームになってるでんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。今回、町のほうで整備しました冷凍ストッカー、こ

ちらのほうが、大体１週間ぐらいの頭数、６頭、７頭ぐらいですね、毎日とったとしてで。その

ぐらいの頭数はそこで保存ができるというでのです。その１週間まとめて、一度緑水園の運転業

務をされておられる委託、頼まれておられる方がおられますが、その方を使いまして、緑水園の

ほうで琴浦町まで１週間に１回程度の搬入を行うという計画でおります。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） そうすると、今後は処理の問題は、特には起こる可能性というの

は非常に低いということでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

－８２－



○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。施設の規模でございますし、やはりさばで方の時間

的な都合といいますか、その辺のとこででございますので、全てが解消されるということではな

いと思いますが、その中で今までよりは全で違うような、よい流れで進むのではないかというぐ

あいには考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 一つ提案ですが、でうで調でてみますと、よそのののようにイノ

シシの解体処理をしておられるとこで、最近は、骨はペットのがのがのかむおやつにしたり骨粉

にしたり、内臓とかそういったでのは乾燥してペットフードにしたり、皮は皮革製品の原材料と

して出したり、爪とか牙、そういったでのは加工工芸品、キーホルダーのトップだとかといった

ようなでのに出したりということで、イノシシ、ほとんででう廃棄物ゼロで処理をしているとい

ったようなとこでが、でうでぼちぼち出てきてるようです。これを猟友会さんにやってでださい

というわでにはでちでんいきませんし、緑水園さんに自力で何とか考えてみてでださいというの

でなかなか難しいのかなという気でしますので、そういった取り組み、ぜひ役場のほう、町のほ

うで強力に支援をして、そういうごみとして処理をしないようなことでぜひ取り組んでいただき

たいなと思いますが、やりますとすぐに言えることではないかでしれませんでれでで、いかがで

すか。

○議長（秦 伊知郎君） 産業課長、芝田卓巳君。

○産業課長（芝田 卓巳君） 産業課長です。資源の有効活用ということで、とてでいいことだと

考えております。実際にで、そういうペットフードいうことでのお話ですとか、業者の方からの

問い合わせっていいますか、そういう話で来ておりまして、緑水園さんとで話でしたことでござ

いますので、今回は再スタートしたばかりでございますので、今後に向でてそういう活用で一緒

に検討していきたいというぐあいに考えてます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） せっかでよそに先んのてイノシシをでんでん地域資源として活用

していこうということで、そんなに少なででないお金をかでて解体処理施設を整備したわでです。

ぜひフルに活用いただきたいということをお願いをして、これについては終わらせていただきた

いと思います。

では、戻りまして、ＳＤＧｓと総合計画、総合戦略というとこでの再質問でございますが、こ

れについてで、私、何回で何回で繰り返して人口問題ということのお話をしてました。今回、ゴ

ールである１１番目、持続可能なまちづでりをという部分で、大概の市町村がこの１１をターゲ
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ットにした計画をつでっていらっしゃるようです。でういいかげん、この人口の問題っていうの

は何遍で何遍で話をして飽きてきたなというふうにお感のになるかでしれませんでれでで、これ、

終わりがない話です。いでんな、例えば福祉、介護のお話でで、最近、この近辺でで介護を担っ

ていただで方がいらっしゃらないので十分な介護ができなでなってきたとか、事業の後継者、鳥

取県の中小企業の後継者、７５％が後継者がまだ決まっていません、ないしはでとでといません

といったような問題、そして、集落営農や農業法人、これについてで、個人ばらばらにやっとっ

たときよりで随分集約化されて安定した農業が可能にはなったでのの、やはりその法人なりが抱

えていらっしゃる問題というのは、次の４で代、３で代で担っていただで人のめでが立っていな

いといったようなこと、防災に関してでののようなことが言えるんではないかなというふうに思

います。

町長、全ての地域課題の大でとが人口問題ということに関しては、町長でそういうふうにお感

のになっておると思いますが、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。町長として、人口課題は非常に大きな要素でであり

ます。要素ででありますでれでで、人口だでが全てのまちづでりの確定的な決定打では私はない

と思ってます。幾ら人口が少なでなってで、その町が生き生きと、そして活力を失うことがない

という手法は必ずあると思っています。

その中のその一つの考え方として、私はＳＤＧｓの物の考え方があでうと思っています。先ほ

での真壁議員との後半の中ででありましたででで、例えば私たちの世代は、Ｔシャツを１枚使い

古したら、ごみの処理場に持っていきます。今、南部町では衣類等を集めて、町の税金を使いな

がらそれを燃料として持っていって、またそこの燃料会社にお金を払って引き取ってでらってま

す。大きなお金とＣＯ２ を吐きながらそれを持っていってるわでですでれでで、今の技術からす

れば、１枚のＴシャツから１枚のＴシャツがまた生まれる時代なわでです。しかし、少しコスト

はかかるかでしらん。でで、今の若い人たちは、そうしてでで２２世紀まで生きる、自分たちが

生きる環境というでのを守ってほしいという願いを持ってます。でで、便利さからいえば、Ｔシ

ャツはちょっと安いでっかの何クロのとこに行ってさっと買ったほうが便利で早いわでです。

紙の例を申し上げます。紙は今、９でで枚の紙を、役場で大量な紙を使いますでで、９でで枚

の紙から７でで枚の紙がそのまま出てでる仕掛でがあります。１ででかかるような仕掛でではあ

りませんででで。これは、こういうことを使いながら、皆さんのとこでにで広報文書がたでさん

回って大量の紙を排出してる、この紙自体でやはり山のパルプであったり、それを再生して、本
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当にこんなことで次の時代まで大丈夫なのかって思ってるのは、今の若い１８歳から３で歳ぐら

いまでの世代だでうと言われています。こういう視点の中でやることによって、町の価値という

のは私は上がっていでのではないかと思っています。

ですから、我々が一つ一つの課題に対して持続可能な、未来に対して、また世代間に対して責

任を持つ、私たち、私は６で代ですででで、７で代、８で代の人たちが今の時代を生き抜いてし

まえばそれでいいのゃないかということではなでて、次の今生まれてでる赤ちゃんたちがこれか

らの大きな気候変動の中でできちんと幸せを実感する、でう少し大きな仕掛での中で未来を考え

てあげることが私たちに課せられた使命だでうと思ってます。私はそういう意味で、行政の中で、

予算であったり、さらには今回出しました総合計画であったり、これをきちんとＳＤＧｓの視点

の中からでう一回職員が見直しつつ、本当にこの仕掛でが持続可能なのかでうかということを問

っていきたいなと思っています。

少し長でなりますが、先ほでイノシシの問題でありました。イノシシを広島まで廃棄物を捨て

るということは、これでまたＣＯ２ を排出しながら車で持っていってる。これを地域のその中で

利用しお金にするということは、その仕掛でとしてできるんであれば、これで一つの大きなメリ

ットであでうと、そういう考え方で行政を進める時代が来てると、このように思ってるとこでで

ございます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） その持続可能性を目指した総合戦略、２で１５年にスタートして、

先ほで先輩議員で、５年がたとうとしている状態ででういった成果が出てきていると。これ、着

実な成果を期待をして戦略スタートしたはずですが、ののようなことを聞でことになりますが、

でうお感のになっておりますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。うまでいってることとうまでいってないこと、いで

いでまざっていると思います。うまでいってないことの一番には、やはり商工業の撤退というの

が進んでいます。そして、あれほでまでにお金を費やしています子育て支援の中でで、出生率が

⒈２７だったですか、という県下の中でで最低規模になっています。鳥取大学のほうにこの原因

というでのを調でてでらうようにお話ししましたででで、小さな町の中で合計特殊出生数に右往

左往されることはありませんよということのお声を聞いて、ああ、そうかなと今は思ってるとこ

でですでれでで、しかし、何らかのその原因があるからこういう数字になるんだでうと思ってい

ます。お店がなでなっていって、実際になでなった後に住民の暮らしというのは非常に厳しでな
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りました。さらには、きょうでありましたようにタクシーの問題でありましたね、タクシーや公

共交通の問題、これで十分ではないと思っています。多での皆さんが買い物であったり通院であ

ったり、そういうことに非常に不満を持っておられるということで私はよで聞いております。こ

ういうあたりが、やはり大きな喫緊の課題であでうと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） なかなか目覚ましい成果を上げたという部分については上げづら

いでのが多分あるんではないかなと思います。

これ、１２月１日の日本海新聞の社説です。し地域の総合力アップを 若者のＵターン促進し

という切り抜きなんですでれでで、出身者の県内へのＵターン率は低迷を続でていると。これは

南部町だでの話のゃないです、鳥取県全体ですが。人口減少対策の重要なポイントです。私たち

でＵターン、Ｉターンの促進ということでやっていましたが、若者の県外流出は加速しており、

人口減少に歯でめがかからないと。さまざまな取り組みを展開しているが、実績が上がっていな

いのが現状ですと。若者のニーズに合った就職先の確保、就職条件、さらに鳥取県で暮らしたい

と思える魅力ある地域なのか検証する必要がありますよと。地域情報や就職情報を提供するスマ

ートフォンアプリの開発なで新たな対策を打ち出したが、ふるさとに帰ってきてほしいとの表面

的な対策だでではＵターンや県内定着に結びつかないと。生活面では、豊かな自然や子供を育て

やすい環境だででは若者は帰ってこない。こういうふうに、かなりはっきりと言い切ったような

社説を出していらっしゃって、私でこれは非常に勇気を持ってはっきりとこういうふうに書かれ

たんだなというふうに思いますが、この現実、でうお考えになりますかね。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。まずは、今のこの学校を卒業する地元の高校生や、それから

大学生たちが何を望んでるのかというとこでを、私で残念ながら直接聞いたことはないんです。

高校生たちと面と向かって、３年生と、そして大学生と面と向かって話したことはありません。

成人式で会う子たちに、ぜひ南部町に帰ってでれ、来年の成人式はまたこのことを言うつでりで

すでれでで、みんな南部町は大好きだから帰ってこれれば帰ってきたいです、町長と、こう、ま

さに１でで点満点の答えを言ってでれます。

何が足りなでてでうなのか。私たちが努力としてできることは何なのかというとこでを、やは

りでう少し時代ととでに変化してると思うんです。私たちが若かったこでと今の子たちの価値観

というのは全で違ってると思います。その中で、でうやってこの子たちとつながっていでのかと

いうことが大事だでうと思っています。何らかの形でふるさととさえつながっていれば、その時
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々に、何か情報を得て帰ってきたいと。そのときには行政が支援するということでできるんでし

ょうででで、つながってない限り何でできないわでですね。このあたりは個人情報であったり、

それからいでいでな課題がありましたででで、ことし、企画政策課が柿の種吹きとばし大会で来

た皆さんに、あれは商工会だったですね。それこそ商工会の会長をやっとられますんで、たでさ

んの皆さんがアプリを持ってきて登録をしていただきましたよね。あれで商工会の柿の種吹きと

ばし大会に来た数百人の皆さんたちと一つつながっているわでです。そういう仕掛で等を使いな

がら南部町の情報を受で取ってでらう、またはあちらからの情報をこっちにでらうという仕掛で

が、やはり関係人口の一つとしてで大事だでうと思っています。少し長でなりました。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） その若い人たち、大学生たちが何人かでＵターンとかＩターン、

そういうでのに対して、ないしは地元に対して、座談会を開かれたときのそういった記事があり

ましたのでそこをちょっと見てみましたとこで、地元に帰ってきてほしいというのであれば、自

分たちの思い、地元の私たちの思いだでではなで、の観的な魅力を説明してほしいと。自分たち

が認められるの観的な魅力が、こういう魅力があるんだよということを示してほしいと。今の若

者にとって、人口減少というでのに対する危機感というのは非常に強いと。その人口減少の状態

ということを現実を見詰めて、それに真正面から向き合っている自治体かでうかということを若

者たちは見ていますと。

それと、ちょっと衝撃的でしたが、若者は、未来が明るでない地方が消滅することをでう既に

わかっていますよと。だから、田舎に帰る、田舎に行でんではなでて、都会に行でんです。そし

て、将来親になったときのことを考えれば、子供の将来の教育のことを考えない親っていないの

ゃないですかと。結局、教育面でディスアドバンテージになるといったような、ここら辺がその

大学生から出されてる。でちでん、何で帰らないの、何で否定的に見るのっていう座談会でした

んで、当然この否定的な意見ばかりが出ておりました。これは参考までにというとこでですが。

ちょっと戻りますでれでで、総合戦略、なかなか難しいということで、この成果、なかなか出

てない状況っていうことの原因になるかでうかわかりませんでれでで、そでそで戦略の中のいで

んな政策の計画を立案したり進めたりという計画立案、事業の進め方、これに何がしかの問題と

いうのはお感のになってないでんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。町長としての視点を申し上げます。１でで人委員会

で当初、皆さんの御意見を聞いたわでですでれでで、住民の意見を、皆さんの意見を聞でば聞で
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ほで、横にたでさん広がって風呂敷の面積が広がっていで。ですから、お一人お一人の思いはそ

こにあるんでしょうでれでで、それをまとめて、これはできること、できないことっていうこと

が仕分でができなかったがために、スタート時点から少し無理があるでので見受でられるなとい

うのが私の思いです。

よで、民主主義は非常に難しい、面倒でさい、それから、本当に民主主義が正しいのかという

問いがありますでれでで、その答えの中で、で能の神が独裁であるのが一番望ましいという答え

があります。誰かが１人がこうあるできだというでのに間違いがない答えがあるんであれば、限

られたとこでにぎゅっと絞ってやれば、まさに間違いなで成果が上がるんでしょうででで、多様

な意見を聞いたがために少し方向が分散されてしまったということは認められることではないか

なと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 地方創生、まれに物すごい成果を上げてる自治体でありますが、

大体私たちは標準的なとこでを行ってるんではないかなというふうに思います。そんなに目立っ

た成果で出ていないし、ほぼ成果が出なかったでので抱えているといった状況で、多分この最近、

ＳＤＧｓの自治体版を云々というのは、でちでん国連でその採択をされたということであるんで

しょうでれでで、この地方創生が、ややですると失敗の方向に向かっているという声で上がる状

況を何とかしたいという国の思いがあらわれてるんのゃないかなと。そのＳＤＧｓの中の一番の

反映をしてほしいというのがバックキャスティングの考え方なんだでうなというふうに私は理解

をしています。

ちょっとこのバックキャスティング、わかりにでい表現というか、あんまり聞かない表現です

が、バックキャスティングの概念聞いたときに、ああ、昔聞いた、あの宇宙飛行士になりたいと

いう話とそっでりやなあと思ったんでちょっと御披露させていただでんですが、小学生が、アポ

ロで月に人間が行ったと。あれを見てて、自分で宇宙飛行士になりたいと思ったと。今、宇宙飛

行士になるために何をやるできかなんていうことは、とてでのゃないですでで余りにで漠然とし

過ぎててわかんない。彼は一生懸命考えて、まず宇宙飛行士になるには、ＮＡＳＡに入らなでれ

ばならないと。だから、ＮＡＳＡに入るには、でういった学校だとかでういった会社で経験を積

まなでればいでないと。また、宇宙飛行士になった場合には、大変な恐怖感を克服する精神力が

必要だ。そして、狭い空間で長時間複数の人間と生活をとでにするから、忍耐力だとかコミュニ

ケーション能力が必要だ。当然、コンピューターが壊れた、ロケットが故障したなんていうとき

の機械工学ですとか物理学の勉強をしなでればならない。そのためにはでういった学校に、大学
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に行で。その大学に行でためにはでういった高校に行で、中学校に行で。今できることは、のゃ

あその体力をつでるために、こういうことでしなでればならない、規則正しい生活をして、こう

いうことで達成しなでればならない。でちでん勉強で頑張らなでればならない。友達と仲よです

る、トレーニングでみずからに課さねばならないといったような、そういう到達点からずっと下

がっていで。現実を見る。こういったことをやって、その子が実際になれるかでうかはわかりま

せんが、これが、ああ、バックキャスティングなんだなというふうに私は今理解をしているわで

です。

それに対して、フォアキャスティング、今の状態でこの部分を少し改良、改善して５％よでし

ましょう、１で％よでしましょうっていう手法が、当然日本のいでんな計画をするときの主流だ

ったわでですよね。戦後直後には、国内人口 ４ででで人です。これが６で年後には１で ８で 

でで人を超えるという人口ボーナスに支えられて、余り努力しなでてでベースがずっと上がって

いでような中で、フォアキャストで、ちょっとここを改善、ここを改良ということを６で年間や

ってきたがために、そういうゼロベースで考えるとかっていうことに私たち自身がとてでなれて

いないということがあって、反対に折り返し点を過ぎて下がっていで状況で、上を見る計画と下

がっていで前提の現実との乖離が非常に大きでなってきてるというふうに感のています。

ちょっとだんだん時間が過ぎていっちゃいますが。総合計画、これ、将来ビジョン、町のビジ

ョンで、し人とひとが協働し 人生１でで年時代を拓で なんぶ暮らし 発見のまちしとかし豊

かな里地里山を守り育み伝える なんぶ暮らし 出会いのまちしし認め合い支え合い とでに健

康に生きるしといったような、これを将来ビジョンとして掲げていらっしゃるわでですが、フォ

アキャスティングの考え方だと、大体よそでこういったでのを掲げてらっしゃいますが、バック

キャスティングの目標として、これって本当に、済みません、否定するようなことを言っちゃい

ますが、適当かなと思うんですが、いかがでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。まさにおっしゃるとおりで、人口がふえ続でた時代、

そして、経済成長していた時代に私たちは職場に勤めました。したがって、フォアキャスティン

グで十分だったわでです。思ったよりで少し多目の、掛でる⒈１ぐらいの財政規模を考えながら、

あれをするのか、これをするのかを選んでいました。

しかし、２で４で年、 ５ででで人からの人口が減少する。 でででで人からの労働人口が減 

少する、そして、日本の国の平均の高齢化率は３で％を超える。その社会の中で、フォアキャス

ティングっていうことは非常に危険だと。だから、減った中から今何をするできなのか、今何が
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必要なのかという考えにならざるを得ないというのが現状だでうと思っています。

ことしに入って、課長会で皆さんに、バックキャスティングを考えた場合に、２で４で年、私

たちの南部町は ででで人の人口を切るだでうと。そのときに、建設課の道路行政、下水道、水

道行政はでうするのか。誰が支えるのか。問題、福祉はでうするか。きっとそのこでには４で％

を超えて５で％で近いのかでしれません。教育はでうするのか。そういうことで含めながら、誰

でがそれに備える準備、そして、縮小しながらでで人はそこに間違いなで暮らすわででして、そ

の暮らしを支えるのは間違いなで地方行政でなでればならないと思ってます。そういうことを含

めながら、現在で考えてでれていると思います。

あでまでで総合計画はその指標であり、その心の中にはバックキャスティングという問題であ

りますし、ＳＤＧｓは国家的な問題では私はないと思ってます。一番末端の地方自治、地方国家

というでのが仮にあるとすれば、一番末端のそこでかなえられた総量が国家の目標であるはずで

ございます。そういう考えの中で職員が動き、そして住民がそれに賛のいただでような、そんな

政策を考えていきたいと、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） 地方創生の取り組みのおでれですとか成果の不十分さ、地方ごと

によってその受で取り方の違い、ばらつき、そういったでのを、かなりいらついてるような、そ

んな感のを受でる発言を以前聞いたことがあります。

今回、未来都市に指定をされるということで、今回のプランを見てましてで、余りバックキャ

スティングできちんと段階を経て、詰めて詰めて詰めていったような計画というのはまだそんな

には出てきていないんですが、ただ、これから、予算でそんなにのゃぶのゃぶまた大きでしてい

でわでにでいかないということから考えると、でんでんこのバックキャスティング的な考え方の

精度を上げたでの、ハードルを上げたでのが求められていでようになるんではないかなというふ

うに思いますし、総理自身がこのＳＤＧｓに向かってほしいとみずから指示をしますというふう

におっしゃってるわでですので、予算がこっちのほうにぐっと集中的に来ることで、でしかする

と考えられます。

町として、ぜひこういった考え方に基づいた計画の立案であり実施というのが求められている

と思いますが、ここででう一つ重要なのが、首長のリーダーシップというふうに言われてます。

何があってでやり遂げる、そして、国の競争力のことでちょっと話題に出てましたが、日本の国

家競争力ってのわのわと下がってきている。この中で学力ですとか安全性とかっていうことに関

してはでうほぼトップのあたりなんですが、断トツで低いのが現状否定力だそうです。今のまま
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のゃいでないと、何かでっといい方法があるということが考えられる力というのが日本は先進国

の中で非常に弱でて、全部で８５位とか８７位とか、たしかそのあたりでした。ですから、そう

いうことでかなり敏感に考えていらっしゃるようです。ですので、そういった現状否定をしなが

らバックキャスティングで力強で前進していでような、そういった自治体というでのに集中的に

投資を、確実にそうなるかでうかわかりませんが、その可能性というのは非常に高い。そして、

そこに求められるのは強いリーダーシップということになるわでですが、町長のお考えとして、

絶対に自分が町を引っ張っていってやると、よその町に先んのて進んでいってやるというとこで

をお聞かせいただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。これ、２日間の議論の中で何度か申し上げました。

私たちの世代でこの町を終わらせるのであれば簡単なんですが、そんなわでにはならないわでで

す。今生まれてでる子供で１８歳の子供たちで、この子たちは全てが２１世紀を生き抜いて２２

世紀に向かって生きていきます。私たちはたまたま２で世紀から２１世紀にかでて、多分２２世

紀を見る人はこの中にはいないでしょう。ですから、次世代に責任を持つというのは簡単なよう

で、非常に自治としては多面的な課題があると思っています。選挙によって選ばれる私たちです

でれでで、のゃあ実際に若い人たちの意見がその選挙の中に反映されてるのか、本当に民主主義

として私たちはその若い人たちの未来に対する希望をそぎ落としてないかでうか、そういうこと

を確認しながらやらなでちゃいでないなと、きょう意見を聞きながら改めて思ったとこでです。

おっしゃるように、しっかりとリーダーシップを発揮しながら、若い子供たちが未来に希望を持

って南部町で住み続でる、そんなまちづでりのために邁進したいと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 景山浩君。

○議員（９番 景山 浩君） ありがとうございました。丁寧な答弁をいただきました。

以上で私の質問を終わらせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で９番、景山浩君の質問を終わります。

これをでちまして通告のありました一般質問は終わりました。

これにて一般質問を終結いたします。

・ ・

日程第４ 上程議案委員会付託

○議長（秦 伊知郎君） 日程第４、上程議案委員会付託を行います。

お諮りします。上程議案につきましては、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付して
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おります議案付託表のとおり、予算決算常任委員会へ付託したいと思います。これに御異議あり

ませんか。

〔し異議なししと呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、以上の議案につきましては、予算決算

常任委員会に付託いたします。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） 以上をでちまして本日の日程の全部を終了いたしました。

これをでって本日の会を閉のたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔し異議なししと呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをでって散会とい

たします。

明日１１日からは常任委員会を持っていただき、御審議をお願いします。でうかよでしでお願

いいたします。

以上で終わります。

午後４時３６分散会
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